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第 1 章 紀泉圏域ブロックの流域及び河川の概要 
1.1 紀泉圏域ブロックの河川の概要 

対象ブロック（紀泉圏域ブロック）は、岩出市、紀の川市、かつらぎ町、橋本市内を流

れる紀の川水系の支川（県管理区間、貴志川および丹生川を除く）の流域である。対象と

なる河川は、73河川である。 

（以降、表 1.1.1の 73河川を紀泉圏域ブロック内河川とする。） 

 

 

表 1.1.1 紀泉圏域ブロック内河川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一次
支川

二次
支川

三次
支川

一次
支川

二次
支川

三次
支川

1 ｽﾐﾖｼｶﾞﾜ 10.2 5,200 38 (21) ﾆｼﾀﾆｶﾞﾜ 1.2 1,300
2 ｱｲﾀﾆｶﾞﾜ 2.0 800 39 (22) ﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 2.4 1,000
3 原川 ﾊﾗｶﾜ 0.5 1,000 40 ﾋﾉｷﾀﾞﾆｶﾞﾜ 4.0 1,000
4 居家川 ｲﾔｶﾞﾜ 0.5 500 41 ｵｵﾔﾌﾞｶﾞﾜ 0.8 800
5 ﾈｺﾞﾛｶﾞﾜ 8.0 4,400 42 ｻｸﾗﾀﾆｶﾞﾜ 4.0 2,300
6 山田川 ﾔﾏﾀﾞｶﾞﾜ 2.9 2,900 43 ｵｸﾞﾛﾀﾞﾆｶﾞﾜ 1.8 500
7 ｶｽｶﾞｶﾞﾜ 12.9 5,100 44 (25) ﾍﾞﾝﾃﾝﾀﾞﾆｶﾞﾜ 3.4 1,000
8 ﾌﾙﾄｶﾞﾜ 1.4 1,100 45 (26) ﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 5.1 1,000
9 ｺﾂﾞﾐｶﾞﾜ 1.8 1,800 46 (27) ﾖﾑﾗｶﾞﾜ 8.9 4,700
10 ﾐﾔｶﾞﾜ 1.9 700 47 (28) ｵﾁｱｲﾀﾞﾆｶﾞﾜ 4.0 300
11 ﾓﾘｶﾜ 1.8 1,000 48 (29) ﾔﾏｻｷﾀﾆｶﾞﾜ 0.9 200
12 東川 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 0.7 300 49 ｻｶﾞﾀﾆｶﾞﾜ 14.5 7,200
13 (4) ｳﾅｶﾞﾐｶﾞﾜ 7.7 4,500 50 ﾆｼｶﾜ 2.8 2,500
14 ｻｶﾞﾜ 7.1 5,600 51 ﾀﾊﾗｶﾞﾜ 5.1 5,300
15 ｶﾗｽｶﾞﾜ 2.0 4,300 52 東谷川 ﾋｶﾞｼﾀﾆｶﾞﾜ 1.7 1,500
16 (6) ｺｳﾀﾞｲｶﾞﾜ 3.0 1,300 53 (31) ｳﾃﾋﾞｶﾞﾜ 2.1 2,000
17 (7) ﾏﾂｲｶﾞﾜ 4.8 5,600 54 (32) ﾖｼﾊﾗｶﾞﾜ 2.9 3,000
18 ﾅｶﾂｶﾞﾜ 8.2 5,200 55 (33) ﾔﾏﾀﾞｶﾞﾜ 8.2 6,600
19 ﾅｶﾞﾔｶﾞﾜ 2.3 1,200 56 (34) ｲﾁﾜｷｶﾞﾜ 1.7 1,500
20 ﾋｶﾞｼﾅｶﾂｶﾞﾜ 2.0 1,800 57 ﾊｼﾓﾄｶﾞﾜ 28.8 7,500
21 ﾅﾃｶﾞﾜ 14.7 7,700 58 ﾋｶﾞｼﾀﾆｶﾞﾜ 8.7 6,000
22 ﾆｼﾀﾆｶﾞﾜ 3.5 600 59 細川川 ﾎｿｶﾜｶﾞﾜ 1.6 500
23 (10) ﾅﾃﾀﾆｶﾞﾜ 2.1 1,600 60 湯屋谷川 ﾕﾔﾀﾞﾆｶﾞﾜ 0.9 1,600
24 (11) ﾏｴｶﾜ 1.6 900 61 ｼｮｳﾌﾞﾀﾞﾆｶﾞﾜ 3.3 2,100
25 (12) ﾘｭｳﾓﾝｶﾞﾜ 6.2 4,000 62 ｲﾓﾀﾆｶﾞﾜ 4.0 3,000
26 (13) ﾅｶｽｼﾞｶﾞﾜ 2.7 1,300 63 (36) ｼﾗｲﾀﾞﾆｶﾞﾜ 2.3 2,500
27 (14) ｳｼﾋﾗｶﾞﾜ 3.4 700 64 (37) ｶﾏﾀﾆｶﾞﾜ 1.5 1,200
28 (15) ｵｳﾂﾞｶﾞﾜ 2.2 700 65 ﾀｶﾊｼｶﾞﾜ 8.8 5,500
29 ｱﾅﾌﾞｼｶﾞﾜ 29.8 8,900 66 ｽﾀﾞｶﾞﾜ 4.1 2,100
30 ｼﾞｭｳﾀﾆｶﾞﾜ 7.8 5,000 67 (39) ｵﾁｱｲｶﾞﾜ 7.0 6,000
31 ｼﾓﾂｶﾞﾜ 5.4 3,800 68 (40) ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ 3.9 900
32 日向谷川 ﾋﾕｳｶﾞﾀﾞﾆｶﾞﾜ 4.9 2,000 69 (41) ﾌﾁﾉｶﾜ 1.1 1,000
33 ｸﾎﾞﾀﾆｶﾞﾜ 1.7 900 70 (42) ｸﾗﾀﾆｶﾞﾜ 2.0 500
34 ﾆｼﾉﾀﾆｶﾞﾜ 0.4 500 71 (43) ｻｶｷﾀﾞﾆｶﾞﾜ 2.0 2,000
35 (18) ﾌﾛﾀﾆｶﾞﾜ 0.9 1,500 72 (44) ｺｿﾞｶﾞﾜ 6.7 3,500
36 (19) ﾄﾞｳﾃﾞﾝｶﾞﾜ 2.0 2,000 73 (45) ﾋｶﾞｼﾉｶﾜ 12.3 7,300
37 (20) ﾌｼﾞﾀﾆｶﾞﾜ 1.9 1,300

(38)

(24)

(5)

(8)

(16)

根来川

春日川

海神川

(35)

(17)

(1)

(2)

(3)

(9)

番号 ｶｾﾝﾒｲ

流域
面積

(km
2
)

法河川
延長

(河川台帳)
(m)

河川名

番号

河川名

ｶｾﾝﾒｲ

流域
面積

(km
2
)

法河川
延長

(河川台帳)
(m)

住吉川
相谷川

(23)

佐川
烏子川

上田井川
松井川
中津川

名手谷川
前川
竜門川

風呂谷川
堂田川

中筋川
牛平川
麻生津川
穴伏川

藤谷川

西谷川
中谷川(大谷)
桧谷川

桜谷川

弁天谷川
中谷川(中飯降)
四邑川

窪谷川

大谷川

吉原川
山田川
市脇川
橋本川

東谷川

菖蒲谷川
芋谷川

隅田川

白猪谷川

渕之川
倉谷川
榊谷川
去年川
東の川

落合川

古戸川
木積川
宮川
森川

長屋川
東中津川

西谷川

重谷川

釜谷川
高橋川

大藪川

小黒谷川

西川
田原川

落合谷川
山崎谷川
嵯峨谷川

雨天樋川

紀の川右岸
紀の川左岸

(30)

名手川

下津川

西の谷川
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〇圏域諸元
圏域面積 　約330km

2

圏域県管理河川 　73河川

関連市町
　岩出市　紀の川市
　かつらぎ町　橋本市

関連市町人口
　20.3万人（国勢調査：速報集計
　平成23年2月25日公表）

図 1.1.1 紀泉圏域ブロック内河川 
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住
すみ

吉川
よしがわ

、相
あい

谷川
たにがわ

、居家
い や

川
がわ

、原川
はらかわ

 

紀の川右支川の住
すみ

吉川
よしがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、岩出市を流下して紀の川に注いでい

る流域面積 10.2 km2、流路延長 5.2km の一級河川である。住
すみ

吉川
よしがわ

には流域面積 2.0 km2、

流路延長 0.8km の相
あい

谷川
たにがわ

（右支川）、流域面積 0.5 km2、流路延長 0.5km の居家
い や

川
がわ

（右

支川）が注いでいる。さらに、相
あい

谷川
たにがわ

には流域面積 0.5km2、流路延長 1.0km の原川
はらかわ

（左

支川）が注いでいる。 

 

根来
ね ご ろ

川
がわ

、山
やま

田川
だ が わ

 

紀の川右支川の根来
ね ご ろ

川
がわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、岩出市を流下して紀の川に注いでい

る流域面積 8.0km2、流路延長 4.4kmの一級河川である。また、根来
ね ご ろ

川
がわ

には流域面積 2.9km2、

流路延長 2.9km の山
やま

田川
だ が わ

（左支川）が注いでいる。 
 

春日
か す が

川
がわ

、古戸川
ふ る と が わ

、木積
こ づ み

川
がわ

、宮川
みやがわ

、森川
もりかわ

、東川
ひがしがわ

 

紀の川右支川の春日
か す が

川
がわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、紀の川市、岩出市を流下して紀の川

に注いでいる流域面積 12.9 km2、流路延長 5.1km の一級河川である。また、春日
か す が

川
がわ

に

は流域面積 1.8 km2、流路延長 1.8km の木積
こ づ み

川
がわ

（右支川）、流域面積 1.9 km2、流路延長

0.7km の宮川
みやがわ

（右支川）、流域面積 1.4 km2、流路延長 1.1km の古戸川
ふ る と が わ

（左支川）、流域

面積 1.8 km2、流路延長 1.0km の森川
もりかわ

（左支川）が注いでいる。さらに、森川
もりかわ

には流域

面積 0.7 km2、流路延長 0.3km の東川
ひがしがわ

（左支川）が注いでいる。 
 

海神
うながみ

川
がわ

 

紀の川右支川の海神
うながみ

川
がわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、紀の川市を流下して紀の川に注いで

いる流域面積 7.7 km2、流路延長 4.5km の一級河川である。 
 

佐川
さ が わ

、烏子
か ら す

川
がわ

 

紀の川右支川の佐川
さ が わ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、紀の川市を流下して紀の川に注いでい

る流域面積 7.1 km2、流路延長 5.6km の一級河川である。また、佐川
さ が わ

には流域面積 2.0 km2、

流路延長 4.3km の烏子
か ら す

川
がわ

（左支川）が注いでいる。 
 

上田
こ う だ

井川
い が わ

 

紀の川右支川の上田
こ う だ

井川
い が わ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、紀の川市を流下して紀の川に注い

でいる流域面積 3.0 km2、流路延長 1.3km の一級河川である。 
 

松
まつ

井川
い が わ

 

紀の川右支川の松
まつ

井川
い が わ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、紀の川市を流下して紀の川に注いで

いる流域面積 4.8 km2、流路延長 5.6km の一級河川である。 

 

中津川
な か つ が わ

、長屋
な が や

川
がわ

、東中津川
ひがしなかつがわ

 

紀の川右支川の中津川
な か つ が わ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、紀の川市を流下して紀の川に注いで

いる流域面積 8.2 km2、流路延長 5.2km の一級河川である。また、中津川
な か つ が わ

には流域面積

2.3 km2、流路延長1.2kmの長屋
な が や

川
がわ

（左支川）、流域面積2.0 km2、流路延長1.8kmの東中津川
ひがしなかつがわ

（左支川）が注いでいる。 
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名手
な て

川
がわ

、西谷川
にしたにがわ

 

紀の川右支川の名手
な て

川
がわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、紀の川市を流下して紀の川に注いで

いる流域面積 14.7 km2、流路延長 7.7km の一級河川である。また、名手
な て

川
がわ

には流域面

積 3.5 km2、流路延長 0.6km の西谷川
にしたにがわ

（左支川）が注いでいる。 
 

名手
な て

谷川
たにがわ

 

紀の川右支川の名手
な て

谷川
たにがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、紀の川市を流下して紀の川に注い

でいる流域面積 2.1 km2、流路延長 1.6km の一級河川である。 
 

前川
まえかわ

 

紀の川左支川の前川
まえかわ

は、龍門
りゅうもん

・雨山
あめやま

山地を源流とし、紀の川市を流下して紀の川に

注いでいる流域面積 1.6 km2、流路延長 0.9km の一級河川である。 

 

竜
りゅう

門川
もんがわ

 

紀の川左支川の竜
りゅう

門川
もんがわ

は、龍門
りゅうもん

・雨山
あめやま

山地を源流とし、紀の川市を流下して紀の川

に注いでいる流域面積 6.2 km2、流路延長 4.0km の一級河川である。 
 

中筋
なかすじ

川
がわ

 

紀の川左支川の中筋
なかすじ

川
がわ

は、龍門
りゅうもん

・雨山
あめやま

山地を源流とし、紀の川市を流下して紀の川

に注いでいる流域面積 2.7 km2、流路延長 1.3km の一級河川である。 
 

牛
うし

平川
ひらがわ

 

紀の川左支川の牛
うし

平川
ひらがわ

は、龍門
りゅうもん

・雨山
あめやま

山地を源流とし、紀の川市を流下して紀の川

に注いでいる流域面積 3.4 km2、流路延長 0.7km の一級河川である。 

 

麻生
お う

津川
づ が わ

 

紀の川左支川の麻生
お う

津川
づ が わ

は、龍門
りゅうもん

・雨山
あめやま

山地を源流とし、紀の川市を流下して紀の

川に注いでいる流域面積 2.2 km2、流路延長 0.7km の一級河川である。 
 

穴伏
あなぶし

川
がわ

、重谷川
じゅうたにがわ

、下津川
し も つ が わ

、日向
ひゅうが

谷川
だにがわ

 

紀の川右支川の穴伏
あなぶし

川
がわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、かつらぎ町、紀の川市を流下して紀

の川に注いでいる流域面積 29.8 km2、流路延長 8.9km の一級河川である。また、穴伏
あなぶし

川
がわ

には流域面積 7.8 km2、流路延長 5.0km の重谷川
じゅうたにがわ

（右支川）、流域面積 5.4 km2、流路延

長 3.8km の下津川
し も つ が わ

（右支川）が注いでいる。さらに、重谷川
じゅうたにがわ

には流域面積 4.9 km2、流

路延長 2.0km の日向
ひゅうが

谷川
だにがわ

（左支川）が注いでいる。 
 

窪
くぼ

谷川
たにがわ

、西
にし

の
の

谷川
たにがわ

 

紀の川右支川の窪
くぼ

谷川
たにがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、かつらぎ町を流下して紀の川に注い

でいる流域面積 1.7 km2、流路延長 0.9km の一級河川である。また、窪
くぼ

谷川
たにがわ

には流域面

積 0.4 km2、流路延長 0.5km の西
にし

の
の

谷川
たにがわ

（左支川）が注いでいる。 

 

風呂
ふ ろ

谷川
たにがわ

 

紀の川右支川の風呂
ふ ろ

谷川
たにがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、かつらぎ町を流下して紀の川に注

いでいる流域面積 0.9 km2、流路延長 1.5km の一級河川である。 
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堂
どう

田川
でんがわ

 

紀の川右支川の堂
どう

田川
でんがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、かつらぎ町を流下して紀の川に注い

でいる流域面積 2.0 km2、流路延長 2.0km の一級河川である。 

 

藤
ふじ

谷川
たにがわ

 

紀の川右支川の藤
ふじ

谷川
たにがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、かつらぎ町を流下して紀の川に注い

でいる流域面積 1.9 km2、流路延長 1.3km の一級河川である。 
 

西谷川
にしたにがわ

 

紀の川右支川の西谷川
にしたにがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、かつらぎ町を流下して紀の川に注い

でいる流域面積 1.2 km2、流路延長 1.3km の一級河川である。 
 

中谷川
なかたにがわ

（大谷
おおたに

） 

紀の川右支川の中谷川
なかたにがわ

（大谷
おおたに

）は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、かつらぎ町を流下して紀の

川に注いでいる流域面積 2.4 km2、流路延長 1.0km の一級河川である。 

 

桧
ひのき

谷川
だにがわ

、大藪
おおやぶ

川
がわ

 

紀の川右支川の桧
ひのき

谷川
だにがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、かつらぎ町を流下して紀の川に注

いでいる流域面積 4.0 km2、流路延長 1.0km の一級河川である。また、桧
ひのき

谷川
だにがわ

には流域

面積 0.8 km2、流路延長 0.8km の大藪
おおやぶ

川
がわ

（右支川）が注いでいる。 
 

桜
さくら

谷川
たにがわ

、小黒
お ぐ ろ

谷川
だにがわ

 

紀の川右支川の桜
さくら

谷川
たにがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、かつらぎ町を流下して紀の川に注

いでいる流域面積 4.0 km2、流路延長 2.3km の一級河川である。また、桜
さくら

谷川
たにがわ

には流域

面積 1.8 km2、流路延長 0.5km の小黒
お ぐ ろ

谷川
だにがわ

（右支川）が注いでいる。 
 

弁天
べんてん

谷川
だにがわ

 

紀の川右支川の弁天
べんてん

谷川
だにがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、かつらぎ町を流下して紀の川に注

いでいる流域面積 3.4 km2、流路延長 1.0km の一級河川である。 
 

中谷川
なかたにがわ

（中飯降
な か い ぶ り

） 

紀の川右支川の中谷川
なかたにがわ

（中飯降
な か い ぶ り

）は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、かつらぎ町を流下して紀

の川に注いでいる流域面積 5.1 km2、流路延長 1.0km の一級河川である。 

 

四邑
よ む ら

川
がわ

 

紀の川左支川の四邑
よ む ら

川
がわ

は、龍門
りゅうもん

・雨山
あめやま

山地を源流とし、かつらぎ町を流下して紀の

川に注いでいる流域面積 8.9 km2、流路延長 4.7km の一級河川である。 

 

落合
おちあい

谷川
だにがわ

 

紀の川左支川の落合
おちあい

谷川
だにがわ

は、龍門
りゅうもん

・雨山
あめやま

山地を源流とし、かつらぎ町を流下して紀

の川に注いでいる流域面積 4.0 km2、流路延長 0.3km の一級河川である。 
 

山崎
やまさき

谷川
たにがわ

 

紀の川左支川の山崎
やまさき

谷川
たにがわ

は、龍門
りゅうもん

・雨山
あめやま

山地を源流とし、かつらぎ町を流下して紀

の川に注いでいる流域面積 0.9 km2、流路延長 0.2km の一級河川である。 
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嵯峨
さ が

谷川
たにがわ

、西川
にしかわ

、田
た

原川
はらがわ

、東谷川
ひがしたにがわ

 

紀の川右支川の嵯峨
さ が

谷川
たにがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、橋本市、かつらぎ町を流下して紀

の川に注いでいる流域面積 14.5 km2、流路延長 7.2km の一級河川である。また、嵯峨
さ が

谷川
たにがわ

には流域面積 2.8 km2、流路延長 2.5km の西川
にしかわ

（右支川）、流域面積 5.1 km2、流路延長

5.3km の田
た

原川
はらがわ

が注いでいる。さらに、田
た

原川
はらがわ

には流域面積 1.7 km2、流路延長 1.5km

の東谷川
ひがしたにがわ

（右支川）が注いでいる。 

 

雨天
う て

樋川
び が わ

 

紀の川右支川の雨天
う て

樋川
び が わ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いで

いる流域面積 2.1 km2、流路延長 2.0km の一級河川である。 
 

吉
よし

原川
はらがわ

 

紀の川右支川の吉
よし

原川
はらがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いでい

る流域面積 2.9 km2、流路延長 3.0km の一級河川である。 

 

山
やま

田川
だ が わ

 

紀の川右支川の山
やま

田川
だ が わ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いでい

る流域面積 8.2 km2、流路延長 6.6km の一級河川である。 

 

市
いち

脇
わき

川
がわ

 

紀の川右支川の市
いち

脇
わき

川
がわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いでい

る流域面積 1.7 km2、流路延長 1.5km の一級河川である。 
 

橋
はし

本川
もとがわ

、東谷川
ひがしたにがわ

、菖蒲
しょうぶ

谷川
だにがわ

、芋
いも

谷川
たにがわ

、細川
ほそかわ

川
がわ

、湯屋
ゆ や

谷川
だにがわ

 

紀の川右支川の橋
はし

本川
もとがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いでい

る流域面積 28.8 km2、流路延長 7.5km の一級河川である。橋
はし

本川
もとがわ

には流域面積 8.7 km2、

流路延長 6.0km の東谷川
ひがしたにがわ

（左支川）、流域面積 3.3 km2、流路延長 2.1km の菖蒲
しょうぶ

谷川
だにがわ

（右

支川）、流域面積 4.0 km2、流路延長 3.0km の芋
いも

谷川
たにがわ

（左支川）が注いでいる。さらに、

東谷川
ひがしたにがわ

には流域面積 1.6 km2、流路延長 0.5km の細川
ほそかわ

川
がわ

（右支川）、流域面積 0.9 km2、

流路延長 1.6km の湯屋
ゆ や

谷川
だにがわ

（右支川）が注いでいる。 
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白
しら

猪
い

谷川
だにがわ

 

紀の川右支川の白
しら

猪
い

谷川
だにがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いで

いる流域面積 2.3 km2、流路延長 2.5km の一級河川である。 

 

釜
かま

谷川
たにがわ

 

紀の川右支川の釜
かま

谷川
たにがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いでい

る流域面積 1.5 km2、流路延長 1.2km の一級河川である。 
 

高橋川
たかはしがわ

、隅
す

田川
だ が わ

 

紀の川右支川の高橋川
たかはしがわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いでい

る流域面積 8.8 km2、流路延長 5.5km の一級河川である。また、高橋川
たかはしがわ

には流域面積 4.1 

km2、流路延長 2.1km の隅
す

田川
だ が わ

（左支川）が注いでいる。 

 

落合
おちあい

川
がわ

 

紀の川右支川の落合
おちあい

川
がわ

は、和泉
い ず み

山脈を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いでい

る流域面積 7.0 km2、流路延長 6.0km の一級河川である。 
 

大谷川
おおたにがわ

 

紀の川左支川の大谷川
おおたにがわ

は、九度山
く ど や ま

山麓を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いで

いる流域面積 3.9 km2、流路延長 0.9km の一級河川である。 
 

渕之川
ふ ち の か わ

 

紀の川左支川の渕之川
ふ ち の か わ

は、九度山
く ど や ま

山麓を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いで

いる流域面積 1.1 km2、流路延長 1.0km の一級河川である。 

 

倉
くら

谷川
たにがわ

 

紀の川左支川の倉
くら

谷川
たにがわ

は、九度山
く ど や ま

山麓を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いで

いる流域面積 2.0 km2、流路延長 0.5km の一級河川である。 
 

榊
さかき

谷川
だにがわ

 

紀の川左支川の榊
さかき

谷川
だにがわ

は、九度山
く ど や ま

山麓を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注い

でいる流域面積 2.0 km2、流路延長 2.0km の一級河川である。 
 

去年
こ ぞ

川
がわ

 

紀の川左支川の去年
こ ぞ

川
がわ

は、九度山
く ど や ま

山麓を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注いで

いる流域面積 6.7 km2、流路延長 3.5km の一級河川である。 

 

東
ひがし

の
の

川
かわ

 

紀の川左支川の東
ひがし

の
の

川
かわ

は、九度山
く ど や ま

山麓を源流とし、橋本市を流下して紀の川に注い

でいる流域面積 12.3 km2、流路延長 7.3km の一級河川である。 
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1.2 流域の概要 
1.2.1 地形 

紀の川を中心に、その支川の流域

で紀泉圏域ブロックが形成される。 

紀の川に沿った低地には市街地、

集落地、農地が形成されており、紀

の川をはさんで北部（紀の川右岸側）

は大阪府との境をなす和泉
い ず み

山脈
さんみゃく

、

南部（紀の川左岸側）には龍門
りゅうもん

・

雨山山地
あめ やま さんち

、九度山
く ど や ま

山麓
さんろく

及び高野
こ う や

山地
さ ん ち

が連なる。 

紀の川の右岸側の支川は、和泉山

脈を源流とし、市街地を流下し、紀

の川に注いでいる。左岸側の支川は

平野部が少なく、龍門山等の標高

500～700m 前後の山々を源流とし、

紀の川に注いでいる。河床勾配は比

較的急で、上流部が砂防指定地とな

っている河川が多い。 

 

1.2.2 地質 

紀の川右岸側の和泉
い ず み

山脈
さんみゃく

南麓
なんろく

の中央構造線より北側は、白亜紀（約七千万年前）の

和泉層群
いず みそ うぐん

と呼ばれる堆積岩類（砂岩、頁岩及び礫岩）から成る地層が分布しており、南側

は、半固結
は ん こ け つ

堆積物
たいせきぶつ

（礫、砂及び泥）から成る地層が分布している。一方、左岸側は、三波
さ ん ば

川
がわ

変成岩類
へんせいがんるい

と呼ばれる古生代（約二億年以上前）の地層が高い圧力を受けて出来た岩石（緑

色変岩及び黒色変岩）が分布している。 

 

  
紀泉圏域ブロック 

図 1.2.2.1 紀泉圏域ブロック地質図 

出典：近畿地方土木地質図解説書平成 15年 3月近畿地方土木地質図編纂委員会 

 

紀泉圏域ブロック 

和泉山脈和泉山脈和泉山脈和泉山脈    

龍門・龍門・龍門・龍門・雨山雨山雨山雨山山地山地山地山地
高野高野高野高野山地山地山地山地 

紀の川紀の川紀の川紀の川    

図 1.2.1.1 紀泉圏域ブロック位置図 

九度山山麓九度山山麓九度山山麓九度山山麓 
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1.2.3 気候 

1)紀泉圏域ブロックの気候 

紀泉圏域ブロックは、瀬戸内海気候区に属し一年を通じて温暖な気候で、年平均気温

は約 14.8℃、年平均降水量は約 1,400mm と降水量の少ない地域である。 

なお、わが国の年平均降水量は約 1,700mm である。 

 

出典：気象庁ホームページ（2001～2010年の平均） 

図 1.2.3.1 月別平均気温および平均降水量 

 

  

かつらぎ観測所

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

降
水

量
（
m

m
）

0

5

10

15

20

25

30

気
温

（℃
）

降水量(mm) 気温(℃)

図 1.2.3.2 和歌山県の年降水量分布図 
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1.2.4 自然環境 

1)自然公園 

紀泉圏域ブロックには、金剛
こんごう

生駒
い こ ま

紀
き

泉
せん

国定
こくてい

公園
こうえん

、龍
りゅう

門山
もんざん

県立自然公園、高野山
こ う や さ ん

町
ちょう

石
いし

道
みち

玉川峡
たまがわきょう

県立自然公園が含まれている。これらの自然公園は、自然環境を保全する上

で重要な役割を果たすとともに、多くの人々がこれらの自然公園を訪れていることから、

観光資源として、またレクリエーションの場、身近な自然体験の場としても大きな役割

を担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.4.1 紀泉圏域ブロック内の国定公園、県立自然公園 

 

2)流域の自然環境 

紀泉圏域ブロック内では表 1.2.4.1 に示す植生が環境省の調査で自然保護上重要な

植物に選定されており、その中でも寺社の巨樹・巨木林等が、和歌山県や圏域内市町の

天然記念物として指定されている。 

 

 

  

紀泉圏域ブロック紀泉圏域ブロック紀泉圏域ブロック紀泉圏域ブロック    
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図 1.2.4.2 紀泉圏域ブロック内の巨樹・巨木林等位置図 

紀
泉

圏
域

ブ
ロ

ッ
ク
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表 1.2.4.1 紀泉圏域ブロック内に位置する巨樹・巨木林等 

 

 

 

市町 番号 名称 備考 市町 番号 名称 備考

岩① 下中島
し も な か じ ま

の大
お お

イチョウ 県指定天然記念物 粉①
遠方
お ち か た

，楠
くすのきじんじゃ

神社の

イチョウ、クスノキ

岩② 中島堤
な かじ ま つつみ

のムクノキ 粉② 上田井
こ う だ い

，八幡
は ち ま ん

神社
じ ん じ ゃ

のクスノキ

岩③ 上中島
か み な か じ ま

のイチョウ 粉③ 長田
な が た

観音
か ん の ん

のクスノキ

岩④
湯

ゆ

窪
く ぼ

，栄福寺
え い ふ く じ

イブキビャクシンの大樹名木
県指定天然記念物 粉④

北志野
き た し の

，北志野
き た し の

神社
じ ん じ ゃ

の

クスノキ（2本）、

ツブラジイ（2本）

岩⑤ 赤
あ か

垣内
が い と

，山崎
や ま さ き

神社
じ ん じ ゃ

のクスノキ 粉⑤ 長田
な が た

，松井
ま つ い

のケヤキ

岩⑥ 森，公園のクスノキ 粉⑥
深田
ふ け だ

，風
か ぜ

市
い ち

森
も り

神社
じ ん じ ゃ

の

クスノキ（5本）、ケヤキ

岩⑦ 森，荒田
あ ら た

神社
じ ん じ ゃ

のクスノキ 粉⑦ 粉河
こ か わ

中学校のクスノキ

岩⑧ 西野
に し の

，寿
じ ゅ

福寺
ふ く じ

のクスノキ 粉⑧ 子安地蔵のクスノキ

岩⑨
宮，大宮

お お み や

神社
じ ん じ ゃ

のエノキ

ムクノキとクスノキ（7本）
粉⑨ 上

か み

の
の

宮
み や

霊
れ い

苑
え ん

のエノキ（2本）

岩⑩ 根木
ね ぎ

，不動堂
ふ ど う ど う

のスギ 粉⑩
粉河
こ か わ

寺のクスノキ、クロマ

ツ、スギ、ムクノキ

岩⑪ 根来
ね ご ろ

のしだれ桜 市指定天然記念物 粉⑪ 森下宅のクスノキ

岩⑫ 高塚
た か つ か

，正覚寺
し ょ う が く じ

のムクノキ 県指定天然記念物 粉⑫ 十
じゅう

禅
ぜ ん

律院
り つ い ん

のイブキ

岩⑬
岡田
お か だ

，船津
ふ な つ

八幡
は ち ま ん

神社
じ ん じ ゃ

の

クスノキ（6本）
粉⑬ 大神宮

だ い じ ん ぐ う

のクスノキ

打① 椿
つばき

の
の

純林
じ ゅんり ん

町指定天然記念物 粉⑭ 猪
い の

垣
か け

，気比
き び

神社
じ ん じ ゃ

のクスノキ

打② 下井阪
し も い さ か

，井上宅のクスノキ 粉⑮
賀茂

か も

神社
じ ん じ ゃ

の公孫樹
い ち ょ う

※
、西川

にしかわは

原
ら

のイチョウ，スギ（4本）

※県指定天然記念
物

打③
中井阪
な か い さ か

，羊之宮
ひ つ じ の み や

八幡
は ち ま ん

神社
じ ん じ ゃ

の

クスノキ
粉⑯ キイシモツケ群生地（杉原） 県指定天然記念物

打④ 大井宅のイブキ 町指定天然記念物 か① 移
うつり

，極楽寺
ご く ら く じ

のカヤ

打⑤ 登
のぼり

尾
お

，法印頼
ほ う い ん よ り

道
み ち

墓のクスノキ か② 十五社
じ ご せ

のクスノキ 県指定天然記念物

打⑥
神領
じ んり ょ う

，海
う な

神社
がみのやしろ

のイチイガシ、

ツブラジイ（3本）
か③ 笠

か せ

田
だ

東
ひがし

，妙
みょう

楽寺
ら く じ

のクスノキ

打⑦ 重行
し げ き

，尊滝宅のカヤ か④
大谷
お お た に

，元興寺
が ん ご う じ

のイチョウ、エ

ノキ

打⑧ 薬師寺
や く し じ

のマツ 県指定天然記念物 か⑤ 大谷
お お た に

神社
じ ん じ ゃ

のムクノキ

打⑨ 阿弥陀寺
あ み だ じ

のモッコク 町指定天然記念物 か⑥ 広口
ひ ろ く ち

，大宮
お お み や

神社
じ ん じ ゃ

のケヤキ

打⑩ 東田中
ひ が し た な か

神社
じ ん じ ゃ

のスギ か⑦ 堀越
ほ り こ し

のイチョウ、エノキ

那① 葛谷
く ず や

，白髪
し ら が

神社
じ ん じ ゃ

のクスノキ か⑧ さざんかの老樹 県指定天然記念物

那② 平野
ひ ら の

，浄土寺
じ ょ う ど う じ

のエノキ か⑨
三谷
み た に

，丹生
に う

酒
さ か

殿
ど の

神社
じ ん じ ゃ

のイチョ

ウ、ツブラジイ

那③
江

え

川
が わ

中，上名手
か み な て

小学校の

クスノキ（3本）
か⑩ 三谷

み や

薬師堂
や く し ど う

のムクノキ

那④ 名手下
な て し も

，丹生
に ゅ う

神社
じ ん じ ゃ

のスギ 高①
九重
く じ ゅ う

，信太
し の だ

神社
じ ん じ ゃ

のクスノキ

（4本）
県指定天然記念物

那⑤ 光明寺
こ う み ょ う じ

の松 県指定天然記念物 高② 大光寺
だ い こ う じ

，しぐれの松 県指定天然記念物

那⑥
穴伏
あ な ぶ し

，名手
な て

八幡
は ち ま ん

神社
じ ん じ ゃ

の

ツブラジイ（2本）
橋① しぐれの松

那⑦

しらかしの巨樹
※

麻生津中
お う づ な か

，

九頭
く ず

神社
じ ん じ ゃ

のクスノキ、クロガ

ネモチ

※県指定天然記念
物

橋② 葛城
か つ ら ぎ

神社
じ ん じ ゃ

のムクロジ 市指定天然記念物

那⑧ 飯盛山
い い も り や ま

のカツラ（3本） 橋③
隅田

す だ

八幡
は ち ま ん

神社
じ ん じ ゃ

のイチイガシ

（4本）

那⑨ 桂樹
かつら のき

県指定天然記念物

紀
の
川
市

（
旧
打
田
町

）

紀
の
川
市

（
旧
那
賀
町

）

岩
出
市

（
旧
岩
出
町

）

橋
本
市

(

旧
高
野
口
町

)

橋
本
市

（
旧
橋
本
市

）

紀
の
川
市

（
旧
粉
河
町

）

か
つ
ら
ぎ
町

（
旧
か
つ
ら
ぎ
町

）

出典：環境省 第４回自然環境保全基礎調査 

  ：和歌山県文化財ガイドブック 
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1.2.5 歴史・文化・観光 

古代の紀の川の流域は、飛鳥、奈良に置かれた都から瀬戸内海の外港へ通じるルートと

なり、大和川に沿う難波ルートとともに重要な幹線であった。紀の川流域には大和朝廷の

影響のみられる遺跡が多く残っている。 

大化の改新では、畿内の南限を伊都郡とし、かつらぎ町の妹背山
い も せ や ま

が国境とされたが、7

世紀の末に現在の紀伊・大和の境界である真土山
ま つ ち や ま

を国境とされた。かつての畿内の南限で

あったかつらぎ町の妹背山
い も せ や ま

付近は紀の川の両岸が迫り、河床に島（船岡山）がある風景は

印象的で、万葉集にも妹背
い も せ

の山をうたった句が 15を

数える。 

都と地方を結ぶ幹線道路である南海道は、五條から

紀の川北岸を西へほぼ直進して加太に至り、ここから

水路で淡路へ渡った。南海道の駅家として途中に萩原
はぎはら

駅（かつらぎ町萩原）、名草
な ぐ さ

駅（岩出市）が置かれ、

街道を通る役人に、人夫・馬の提供などのサービスを

行った。 

南海道の通った紀の川北岸には、条里地割が広く残っており、早くから開発が進んでい

たことがわかる。橋本市には、古墳時代の人物画像鏡を伝える隅田
す だ

八幡宮、伽藍
が ら ん

を備えた

名古曽
な こ そ

廃寺跡（高野口町）、紀伊国分寺跡（打田町）、西国分寺跡（岩出市）がある。 

平安時代の絵巻物として貴重な粉河寺
こ か わ で ら

縁起絵巻が伝えられている粉河寺
こ か わ で ら

は、西国巡礼三

番札所となり、多くの参拝者を集め、近世にはここに門

前町が発達し、紀の川中流の中心的な町となってきた。

高野山も空海によって開かれ、山上に堂塔
どうとう

伽藍
が ら ん

が営まれ

た。橋本から貴志川にかけて、高野山の荘園となり、紀

の川南岸は近世以降も高野寺領としての歴史を残して

いる。12世紀に覚鑁
かくばん

上人は高野山から分かれて根来寺
ね ご ろ で ら

を

開いた。根来寺
ね ご ろ で ら

は戦国末期には多くの堂塔伽藍を備え、

僧侶・鉄砲を持つ兵力（根来
ね ご ろ

衆
しゅう

）を有し、泉南地方も

膝下に入れていた。天正 13 年の紀州統一戦において、

秀吉から焼き打ちにあうが、現在も境内から戦火にあった僧坊の遺構が発掘されている。 

近世には、紀の川の水運と上方街道、伊勢街道が盛んに使われ、名手市場には藩主の参

勤交代の宿所となった名手本陣跡が残り、華岡
はなおか

青
せい

洲
しゅう

ゆかりの史跡が整備されている。 

紀の川北岸には、藤崎
ふじさき

井
い

、小田井
お だ い

用水が地元の庄屋であった大畑
おおはた

才蔵
さいぞう

によって建設され

た。北岸の農地は台地であるため、直接紀の川から水を引けず、上流の井関で紀の川の水

を導水し、下流の水田を灌漑
かんがい

するものである。この紀州流の工法は、徳川吉宗によって、

見
み

沼代
ぬまだい

用水など関東平野の開発に使われた。 

近代には、江戸時代から伝わった流域の棉作の伝統は、高野口町で再織織物が開発され、

昭和 30年代にはシール織りへと発展を遂げた。 

このような歴史回廊の史跡は、流域の四季折々の豊かな果樹・農産物販売（イチゴ、桃、

柿、ミカン、蔬菜
そ さ い

など）とあわせて、『紀の川緑の歴史回廊』と呼ばれ整備が進められて

いる。 

  

出典：和歌山県文化財ガイドブック

粉河寺
こ か わ で ら

 本堂
ほんどう

 

根来寺
ね ご ろ で ら

 大師堂
た い し ど う

 

出典：和歌山県文化財ガイドブック 
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図 1.2.5.1 紀泉圏域ブロック内の主な文化財  
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表 1.2.5.1 紀泉圏域ブロック内の主な文化財 

 

  

市町 番号 区分 名称等 市町 番号 区分 名称等

岩① 国 重文 増田家
ま す だ け

住宅
じゅうたく

(曽屋
そ や

) か①⑤⑥ 県 史跡 中世農耕用水路跡文覚井(笠田)
ちゅうせいのうこうようすいろあともんがくゆ（かせだ）

岩② 県 有文 荒
あら

田
た

神社
じんじゃ

本殿
ほんでん

(森
もり

) か② 国 重文 宝来山神社本殿(萩原)
ほうらいさんじんじゃほんでん(はぎわら)

岩③ 国 名勝 根来
ね ご ろ

寺
でら

庭園
ていえん

(根来
ね ご ろ

) か② 国 重文 宝来山神社紀伊国桛田庄絵図
ほうらいさんじんじゃきのくにかせだのしょうえず

岩④ 国 国宝 根来
ね ご ろ

寺
でら

多宝塔
た ほ う と う

(大塔
だいとう

)(根来
ね ご ろ

) か③ 県 有文 宝来山神社末社東殿・西殿(萩原)
ほうらいさんじんじゃまつやしろひがしでん・にしでん(はぎわら)

岩④ 国 重文 根来
ね ご ろ

寺
でら

大師堂
だ い し ど う

(根来
ね ご ろ

) か④ 県 有文 無量
むりょう

寺
 じ

木造
きづくり

阿弥陀
 あ  み  だ

如来
にょらい

坐像
 ざ ぞう

(笠
 かせ

田
 だ

中
なか

)

岩⑤ 県 有文 根来
ね ご ろ

寺
で ら

不動
ふ ど う

堂
ど う

(八角
は っ か く

円
え ん

堂
ど う

)(根来
ね ご ろ

) か⑦ 県 有文 薬師
やく し

堂
どう

厨子
 ず  し

(御所
 ご しょ

）

岩⑥ 県 有文 上岩出
か み い わ で

神社
じ ん じ ゃ

本殿
ほ ん でん

(北
き た

大池
お お い け

) か⑧ 県 有文 石造
せきぞう

五輪
 ご りん

塔
 とう

(大久保
おお く  ぼ

）

岩⑦ 国 史跡 西国分塔跡
に しこ く ぶ とう あ と

(西
にし

国
こく

分
ぶ

) か⑨ 県 有文 滝
たき 

区
 く

大般若
だいはんにゃ

経
きょう

(滝
 たき

)

岩⑧ 県 有文 正覚寺の多宝小塔(高塚)
しょうかくじのたほうしょうとう(たかつか)

か⑩ 県 有文 妙見神社の梵鐘(滝)
みょうけんじんじゃのぼんしょう(たき)

岩⑨ 県 有文 根来
ね ご ろ

寺
で ら

　光明真言殿
こ うみ ょう しん ごん でん

、大
だ い

伝
で ん

法
ほ う

堂
ど う

、大門
だ い も ん

(根来
ね ご ろ

) か⑪ 国 重文 高野
こう や

枡
ます

(柏木
かしわぎ

)

岩⑩ 国 史跡 根来
ね ご ろ

寺
でら

境内
けいだい

(根来
ね ご ろ

) か⑫ 県 有文 神願寺本道
しんがんじほんどう

岩⑪ 県 有文 旧和歌山県会議事堂
き ゅ う わ か や ま け ん かい ぎ じ ど う

(根来
ね ご ろ

) 高① 県 有文 弘法
こうぼう 

寺
 じ

の梵鐘
ぼんしょう

（上
かみ

中
なか

）

紀の川市
（旧桃山町）

桃① 県 民文 妙法壇祇園太鼓
みょうほうだんぎおんだいこ

高② 県 無民 嵯峨谷の神踊
 さ  が たに の  こおど

り（嵯峨
 さ  が

谷
たに

）

打① 国 史跡 紀伊
 き  い

国分寺
こくぶんじ

跡
あと

（東
ひがし 

国分
  こくぶ

） 高③ 県 有文 地蔵
 じ ぞう

寺
 じ

の五輪
 ごりん

塔
とう

（名倉
 なぐら

）

打② 県 有文 西
にし

田中
た な か

神社
じんじゃ

（中井
な か い

阪
さか

） 高④ 県 史跡 名古曽
 な  ご  そ

廃寺
 はいじ

跡
あと

（名古曽
 な  ご  そ

）

打③ 県 有文 東田中神社境内社旧竹房神社本殿（打田）
ひがしたなかじんじゃけいだいしゃきゅうたけふさじんじゃほんでん（うちた）

橋① 県 史跡 神野々
 こ    の   の

廃寺
 はい じ

塔
 とう

跡
 あと

（神
 こ   の   

野
       の

々）

粉① 国 国宝 紙
かみ

本
ほん

著
ちょ

色
いろ

粉河
こかわ

寺
でら

縁起
えんぎ

（粉河
こかわ

） 橋② 県 史跡 大畑
おお はた

才蔵
 さいぞう

勝善
しょうぜん

の墓
はか

（学文路
 か  む  ろ

）

粉② 国 名勝 粉河
こ か わ

寺
で ら

庭園
て い え ん

（粉河
こ か わ

） 橋③ 県 有文 六郷極楽寺
ろくごうごくらくじ

粉③ 国 重文 粉河
こ  か わ

寺
でら

（本堂
 ほんどう

、千手堂
せ  ん じ ゅ どう

、中門
ちゅうもん

、大門
 だいもん

）（粉河
  こかわ

） 橋④ 県 史跡 戸
 と

谷
 や

新
しん

右
 う

衛
 え

門
もん

の墓地
 ぼ  ち

（南
みなみ

馬場
  ば  ば

）

粉③ 県 有文 粉河
こかわ

寺
でら

童
どう

男
なん

堂
どう

（粉河
こ かわ

） 橋⑤ 県 有文 相
そう

賀
 が

大
だい

神社
じんじゃ

石灯籠
いしどうろう

（市
いち

脇
わき

）

粉③ 県 有文 粉河
こかわ

寺
でら

大門
だいもん

橋
ばし

高
こう

欄
ら ん

宝珠
ほうじゅ

（粉河
こかわ

） 橋⑥ 県 史跡 陵山古墳
みささぎやまこふ ん

（古佐田
 こ    さ    だ

）

粉④ 県 無民 粉河
こ か わ

祭
まつ

り渡御
 と ぎ ょ

式
しき

（粉河
 こかわ

） 橋⑦ 国 重文 利生護国寺
  り  しょう ご  こく   じ

本堂
 ほんどう

（隅田町
 す   だ  ちょう

）

粉⑤ 国 有民 名
な

づけ帳
ちょう

、黒
くろ

箱
ばこ

（東野
ひがしの

） 橋⑧ 県 有文 利生護国寺
 り   しょう ご  こく   じ

木造
 もくぞう

大
だい

日
にち

如来
 にょら い

坐像
 ざ   ぞう

（下
しも

兵庫
 ひょうご

）

粉⑥ 国 重文 丹生
 に ゅ  う

神社
 じんじゃ

金
こん

銅
どう

鳥頸太刀
 と り く び の た ち

（上
 か み

丹生
  に ゅ う

谷
 たに

） 橋⑨ 県 有文 隅田八幡神社
 す   だ   はちまん じんじゃ

隅田文書
 す   だ    ぶんしょ

（隅田町
 す   だ  ちょう

）

粉⑦ 県 天記 龍
りゅう

門
 もん

山
 ざん

の磁石
 じ  しゃく

岩
 いわ

（竜
りゅう

門
 もん

） 橋⑩ 県 無民 隅田八幡神社
 す   だ   はちまん じんじゃ

の秋祭
 あき まつ

り（隅田
 す   だ

）

那① 県 名勝 藤崎弁天（藤崎）
ふじさきべんてん（ふじさき）

橋⑪ 国 国宝 隅田八幡神社
  す  だ   はちまん じんじゃ

人物画像鏡
 じんぶつ が   ぞうきょう

（隅田町
 す   だ  ちょう

）

那② 国 重文 旧
きゅう

名手
  な て

本陣
ほんじん

妹
 いも

背
 せ

家
 け

住宅
じゅうたく

（名手市場
 な  て いち ば

） 橋⑫ 県 有文 福王寺
ふくおうじ

那③ 国 史跡 旧
きゅう

名手
   なて

宿
じゅく

本陣
  ほんじん

（名手
 な て

市場
 いちば

）

那④ 県 史跡 華岡
はなおか

青洲
せいしゅう

の墓碑
 ぼ ひ

（西野
 にしの

山
やま

）

橋
本
市

（
旧
橋
本
市
）

出典：和歌山県文化財ガイドブック
（和歌山県教育委員会文化遺産課,平成19年3月31日発行)

紀
の
川
市

（
旧
粉
河
町
）

紀
の
川
市

（
旧
那
賀
町
）

岩
出
市

(

旧
岩
出
町

)

紀
の
川
市

（
旧
打
田
町
）

か
つ
ら
ぎ
町

（
旧
か
つ
ら
ぎ
町
）

橋
本
市

（
旧
高
野
口
町
）
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1.2.6 土地利用 

紀泉圏域ブロックの土地利用は、山林が約 46％、ついで農用地が約 22％、宅地が約 6％

と山地が大きな割合を占めている。しかし和歌山県内では比較的平野部が多い地域で、農

用地や宅地の割合が高い。近年は田畑の宅地化が進んでいる。 

 

表 1.2.6.1 紀泉圏域ブロックの土地利用別面積(千 m2) 

 

 

 

 

1.2.7 人口 

平成 22年度国勢調査において、紀泉圏域ブロックの人口は 203,325 人で、和歌山県全

体（1,001,261 人）の約 20％である。紀泉圏域ブロックの人口推移をみると、平成 12年

頃までは増加傾向にあったが、近年は微減傾向にある。岩出市のみ近年も増加傾向にある。 

 
図 1.2.7.1 人口推移 

 

 

  

9%

13%

6%

46%

2%

24%

田 畑 宅地 鉱泉地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

和歌山県 1,087,012 1,087,206 1,074,325 1,080,435 1,069,912 1,035,969 1,001,261

紀泉圏域ブロック 163,455 173,176 182,892 201,733 209,637 206,895 203,325

橋本市 52,616 56,755 62,156 69,329 70,469 68,529 66,362

紀の川市 62,218 64,431 65,126 68,802 70,067 67,862 65,845

岩出市 24,125 28,066 32,846 41,550 48,156 50,834 52,890

かつらぎ町 24,496 23,924 22,764 22,052 20,945 19,670 18,228

出典：国勢調査※速報集計：平成 23年 2月 25日公表 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

（人）

図 1.2.6.1 土地利用面積比率 

出典：和歌山県統計年鑑平成 22年刊行 

市町名 総数 田 畑 宅地 鉱泉地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他

紀泉圏域ブロック 481,861 42,589 60,566 30,284 0 166 218,971 4 2,408 9,373 117,500

紀泉圏域ブロック 

表 1.2.7.1 関連市町別の人口推移 
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1.2.8 産業 

紀泉圏域ブロックの総就業者数は平成 17年 10月 1日現在で 99,381 人となっており、

和歌山県全体の総就業者数（478,478 人）の内、約 21%を占めている。 

紀泉圏域ブロックの就業者数は、第 3 次産業が約 62.2％で半数以上を占め、第 1 次産

業は 13.1％、第 2次産業は 23.1％である。紀泉圏域ブロックの産業別就業者数の推移を

見てみると、第 1、2次産業の就業者数が年々減少傾向にあるのに対し、第 3次産業の就

業者数は増加している。また、平成 18年度における関連市町の総生産額は約 3,747 億円

で、生産額はサービス業が最も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.1%

62.2%

1.5%

23.1%

 第1次産業  第2次産業  第3次産業 分類不能

出典：和歌山県統計年鑑平成 22年刊行 
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図 1.2.8.2 紀泉圏域ブロックにおける産業別就業者割合の推移 

出典：和歌山県統計年鑑平成 22年刊行 

図 1.2.8.1 産業別就業者割合 

出典：和歌山県統計年鑑平成 22年刊行

図 1.2.8.3 紀泉圏域ブロックにおける産業別生産額 

紀泉圏域ブロック紀泉圏域ブロック紀泉圏域ブロック紀泉圏域ブロック    

14.7%

28.4%

56.7%

0.2%

13.0%

27.1%

59.7%

0.2%

13.1%

23.1%

62.2%

1.5%
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平成7年度 平成12年度 平成17年度

 第1次産業  第2次産業  第3次産業 分類不能

※平成 18年度データより

※平成 17年度データより
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1.2.9 交通 

紀泉圏域ブロックは、道路・鉄道により和歌山県と他府県を結ぶ県内交通の主要地点と

なっている。紀泉圏域ブロック内の主要道路としては、国道 371号や県道泉佐野岩出線が

大阪と和歌山を、また紀の川と平行に走る国道 24号が紀泉圏域ブロックを横断して、和

歌山と奈良、その先の京都を結んでいる。また、鉄道では西日本旅客鉄道（JR）が奈良と

和歌山を、また南海電気鉄道が大阪と和歌山をそれぞれ結んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.9.1 紀泉圏域ブロック内の交通網 
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第 2 章 紀泉圏域ブロックの河川の現状と課題 
2.1 治水の現状と課題 
2.1.1 近年の洪水被害 

紀泉圏域ブロックは、過去に幾度かの洪水被害を受けてきた。平成 21 年 11 月や平成

20 年 5 月洪水では住吉川で、平成 7 年 7 月洪水では住吉川、根来川、佐川、堂田川、橋

本川などで、平成元年 9月洪水では春日川で家屋浸水被害が発生している。また、県内に

甚大な被害をもたらした平成 23年 9月台風では桜谷川、古戸川などで家屋浸水被害が発

生し、平成 25年 9月台風でも桜谷川、大谷川などで家屋浸水被害が発生している。 

図 2.1.1.1 住吉川（平成 21年 11月洪水） 

図 2.1.1.4 春日川（平成元年 9月洪水） 図 2.1.1.3 橋本川（平成 7年 7月洪水） 

図 2.1.1.2 住吉川（平成 20年 5月洪水） 
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表 2.1.1.1 既往水害による被害状況 

 

  

浸水面積

(ha) 床下 床上 その他

窪谷川 3 0 0 0

藤谷川 6 8 0 0

桜谷川 5 1 3 3

雨天桶川 1 0 0 0

大谷川 3 5 3 0

古戸川 9 0 0 0

桜谷川 - - 2 1

古戸川 - 8 - -

H21.11.11 住吉川 - 18 3 - 河川課調べ

H20.5.25 住吉川 - 10 - - 河川課調べ

Hl2.9.18 住吉川 1.9 5 0 0 河川課調べ

Hll.8.10～8.20 橋本川 0.372 13 1 0 水害統計
佐川

烏子川
1.4 39 0 0

松井川 17.4 30 0 0

長屋川 1.68 0 8 0
落合谷川 0.07 5 1 0
窪谷川 1.50 0 0 0
堂田川 0.08[0.07] 3[4] 1[1] [1]（全壊流出)

藤谷川 0.02 2 0 0
中谷川 4.24[0.05] 4[4] 0[0] 0[0]
桧谷川 0.07 0 0 0

小黒谷川 11.6 7 0 0

桜谷川 7 0 0 0 河川課調べ
四邑川 0.5[0.17] 15[15] 0[0] 0[0] ※[]書は水害統計値
吉原川 0.50 0 0 0

橋本川 -[4.45] 90[108] 49[53] 0[0]

住吉川 - 29 - -
根来川 - 4 - -

H6.9.27 桜谷川 0.08 2 0 0 水害統計
窪谷川 7.62 0 0 0

風呂谷川 2.85 0 0 0
堂田川 1.88 0 0 0
藤谷川 11.05 18 0 0

桜谷川 5.74 8 4 0

Hl.9 春日川 45.5 河川課調べ
Hl.8.24～8.29 藤谷川 0.18 0 0 0 水害統計
Hl.8 住吉川 540 113 - - 河川課調べ
S63.6.1～6.8 小黒谷川 0.02 0 0 1（半壊） 水害統計

吉原川 0.6 7 0 0
嵯峨谷川 0.1 7 0 0
田原川 0.5 26 2 0

橋本川 0.2 3 0 0

雨天樋川 3.2 7 0 0

橋本川 0.1 10 0 0
春日川 6.25 4 1 0
中津川 3.5 29 0 0

S51.9.7～9.14 住吉川 0.65 7 0 0 水害統計
住吉川 5.4 27 0 0
春日川 81.1 19 2 0
海神川 6.4 39 0 0

名手川 2.7 1 0 0
日向谷川 2.4 0 0 0
牛平川 0.07 3 0 0

大藪川 2.5 5 0 0

嵯峨谷川 27.9 0 0 0

田原川 13.2 0 0 0
東谷川 7.2 0 0 0
橋本川 6.2 1 0 0

S49.7.1～7.12 雨天樋川 7.6 1 0 0 水害統計

H7.7.4

年月日 河川名
浸水家屋(戸)

備考

H2.9.ll～9.20 水害統計

350

S58.7.5 水害統計

水害統計

H25.9.15～9.16 河川課調べ

H23.9.1～9.4 河川課調べ

S50.8.5～8.25 水害統計

S57.7.19 水害統計

S51.9.8 水害統計
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2.1.2 治水の現状と課題 

紀泉圏域ブロックでは、河道拡幅などの改修が行われてきたが、平成 21 年、平成 20

年の洪水では住吉川、平成 7 年 7 月洪水では住吉川、根来川、佐川、堂田川、橋本川、

落合谷川などの家屋被害が発生し、平成 23年 9月台風では桜谷川、古戸川で家屋被害が

発生した。また、平成 25年 9月台風で桜谷川、大谷川などで家屋被害が発生した。この

ため、治水安全度の向上により、浸水被害の軽減を図るとともに、関係機関との連携によ

る水防活動の支援、住民の防災意識を向上させるための啓発が必要である。 

また、紀泉圏域ブロック北岸の河川（紀の川右岸支川）は和泉山脈を北から南へ流れ、

紀の川から取水された複数の農業用水路と交差し、複雑な形態となっている。 

佐川では水路橋が洪水時の流下阻害となっている。 

さらに、岩出市や橋本市などで、近年開発等によって市街化が進み土地利用が変化して

きていることから、洪水時の河川への流出量の増加が懸念される。 

 

 

 

表 2.1.2.2 河川改修事業一覧表 

事業 
番号 

河川名 上流端 下流端 

事業区 
間延長 着工年度 

(m) 

1 住吉川 2k300 0k650 1650 平成 6年 

2 根来川 1k237 0k000 1237 昭和 33年 

3 春日川 2K862 0K000 2862 昭和 59年 

4 烏子川 1K070 0K000 1070 平成元年 

5 堂田川 0K600 0K000 600 昭和 53年 

6 
中谷川 
(大谷) 

0K395 0K000 395 不明 

7 桜谷川 1K820 0K000 1820 昭和 57年 

8 吉原川 1K000 0K000 1000 昭和 30年 

9 橋本川 
0K560 
2K276 

0K360 
1K164 

200 
1112 

昭和 57年 

10 高橋川 
1k769 
4k193 

0k840 
2k333 

929 
1860 

昭和 49年 

※相谷川・佐川は未改修 
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(1)住吉川・相谷川 

①災害履歴 

近年では、平成 21年 11月洪水で床上浸水 3棟、床下浸水 18棟の被害が発生して

いる。また、平成 20 年 5 月洪水では床下浸水 10 棟、平成 12 年 9 月洪水では 1.9ha

が浸水して床下浸水 5棟、平成 7年 7月洪水では浸水家屋 29棟、平成元年 8月洪水

では 540ha が浸水して浸水家屋 113棟の被害が発生している。 

②流下能力，改修状況 

住吉川は、直轄区間（0.65k）からたかの橋下流側（1.3k付近）までは目標治水安

全度 1/100 確率で河川改修が完了している。しかし、たかの橋上流側から排水路合流

地点（1.8k付近）までは計画高水流量 170 m3/s に対して現況流下能力が 12～38 m3/s、

排水路合流地点から相谷川合流地点（3.2k付近）までは計画高水流量 100 m3/s に対

して現況流下能力が 14～72 m3/s、相谷川合流地点から居家川合流地点（4.4k 付近）

までの一部区間では目標治水安全度 1/100 確率の計画高水流量 45 m3/s に対して現況

流下能力が 31～39 m3/s と不足している。 

相谷川は、住吉川合流部から上流 0.16k 付近までは目標治水安全度 1/100 確率の計

画高水流量 45 m3/s に対して現況流下能力が 3～22 m3/s と不足している。 

③今後の課題 

近年の平成 21年をはじめ、平成 20年、平成 12年、平成 7年、平成元年にも浸水

被害が発生しており、沿川の市街化も予測されるため、河道拡幅、河床掘削等で流下

能力不足箇所の河積を確保し、治水安全度の向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住吉橋(0.9k 付近)下流 1.9k 付近上流 

相谷川・住吉川合流点 

相谷川 

住吉川 

2.7k 付近（六箇井用水交差部） 

六箇井

用水 

住吉川 



 23

住吉住吉住吉住吉川川川川    

直轄区間直轄区間直轄区間直轄区間    

 Ｎ

相谷川相谷川相谷川相谷川    

居家川居家川居家川居家川    

1/100 で 

改修完了 

0k160

井袋井袋井袋井袋川川川川    

たかの橋 
中島井用水 

藤崎井用水 

六箇井用水 

七ヶ分水支線 

 

図 2.1.2.1 住吉川・相谷川平面図 
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(2)根来川 

①災害履歴 

近年では、平成 7年 7月洪水で家屋浸水 4棟の被害が発生している。 

②流下能力，改修状況 

河口から山田川合流の上流 1.4k付近までは河川改修が完了している。しかし、そ

れより上流では一部区間を除き目標治水安全度1/10確率の計画高水流量70m3/sに対

して現況流下能力が 22～45m3/s と不足している。 

③今後の課題 

近年では平成 7年に浸水被害が発生しており、河道拡幅、河床掘削等で流下能力不

足箇所の河積を確保し、治水安全度の向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8k 付近下流 2.5k 付近上流 

根来根来根来根来川川川川    

 Ｎ

山田川山田川山田川山田川    

1/30 で 
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1/10 で 
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直轄区間直轄区間直轄区間直轄区間    

藤崎井用水 

小田井用水 

1.635k藤崎井用水交差部（ｻｲﾌｫﾝ） 

図 2.1.2.2 根来川平面図 

藤崎井用水 
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(3)春日川 

①災害履歴 

平成元年 9月洪水では 45.5ha が浸水し、350棟に浸水被害が発生している。 

②流下能力，改修状況 

河口から地蔵寺橋下流側（2.9k 付近）までは河川改修が完了している。しかし、

それより上流では目標治水安全度 1/50 確率の計画高水流量 120m3/s に対して現況流

下能力が 9～78m3/s と不足している。 

③今後の課題 

近年では平成元年 9月に浸水被害が発生しており、河道拡幅、河床掘削等により流

下能力不足箇所の河積を確保し、治水安全度の向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日川春日川春日川春日川    

 Ｎ

木積川木積川木積川木積川    
宮川宮川宮川宮川    

1/50 で 

改修完了 

1/100 で 

改修完了 

小田井用水 

藤崎井用水 

地蔵寺橋 

地蔵寺橋(3.0k 付近)から上流 3.3k 付近上流 

図 2.1.2.3 春日川平面図 
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(4)佐川 

①災害履歴 

平成7年7月洪水では1.4haが浸水し、床下浸水39棟に浸水被害が発生している。 

②流下能力，改修状況 

未改修河川であるため、一部の区間を除き、県道 14号（0.7k付近）から烏子川合

流地点（0.9k付近）までは目標治水安全度 1/10確率の計画高水流量 100m3/s に対し

て現況流下能力が 29～44m3/s、それより上流では目標治水安全度 1/10確率の計画高

水流量 55m3/s に対して現況流下能力が 4～46m3/s と不足している。 

③今後の課題 

近年では平成 7年に浸水被害が発生しており、河道拡幅、河床掘削等で流下能力不

足箇所の河積を確保し、治水安全度の向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐川佐川佐川佐川    

 Ｎ

0K900 

烏子烏子烏子烏子川川川川    

直轄区間直轄区間直轄区間直轄区間    

藤崎井用水 

小田井用水 

県道 14号 

図 2.1.2.4 佐川平面図 

0.0k 付近上流 0.4k 付近下流 

0.65k 付近藤崎井用水交差部 

藤崎井用水 



 27

(5)烏子川 

①災害履歴 

平成 7年 7月洪水では浸水被害が発生している。 

②流下能力，改修状況 

佐川合流地点（0.00k）から JR交差部(1.1k 付近)までは河川改修が完了している。

しかし、それより上流では一部の区間を除き、目標治水安全度 1/10確率の計画高水

流量 30m3/s に対して現況流下能力が 2～24m3/s と不足している。 

③今後の課題 

近年では平成 7年に浸水被害が発生しており、河道拡幅、河床掘削等により流下能

力不足箇所の河積を確保し、治水安全度の向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

烏子烏子烏子烏子川川川川    

 Ｎ

佐川佐川佐川佐川    

1/10 で 

改修完了 

JR交差部 

小田井用水 

図 2.1.2.5 烏子川平面図 

2.0k付近上流 

1.5k 付近上流 1.2k 小田井用水交差部（ｻｲﾌｫﾝ） 

小田井用水 
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(6)堂田川 

①災害履歴 

平成 7年 7月洪水では 0.08ha が浸水し、床下浸水 3棟、床上浸水 1棟の被害が発

生している。また、平成 2年 9月洪水では、1.88ha が浸水している。 

②流下能力，改修状況 

河口から笠田小学校北側の橋（0.6k 付近）までは河川改修が完了している。しか

し、それより上流では目標治水安全度 1/10確率の計画高水流量 40m3/s に対して現況

流下能力が 7～26m3/s と不足している。 

③今後の課題 

近年では平成 7年、平成 2年に浸水被害が発生しており、河道拡幅、河床掘削等に

より流下能力不足箇所の河積を確保し、治水安全度の向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｎ

1/10 で 

改修完了 
直轄区間直轄区間直轄区間直轄区間    

小田井用水 

笠田小学校北側の橋 

堂田堂田堂田堂田川川川川    

0.6k 付近上流 0.6k 付近下流 

図 2.1.2.6 堂田川平面図 
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(7)中谷川(大谷) 

①災害履歴 

平成 7年 7月洪水では 4.24ha が浸水し、床下浸水 4棟の被害が発生している。 

②流下能力，改修状況 

河口から蛭子区会館の東側の橋（0.40k 付近）までは河川改修が完了している。し

かし、それより上流ではほとんどの区間で目標治水安全度 1/10確率の計画高水流量

25m3/s に対して現況流下能力が 13～24m3/s と不足している。 

③今後の課題 

近年では平成７年に浸水被害が発生しており、河道拡幅、河床掘削等で流下能力不

足箇所の河積を確保し、治水安全度の向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中谷川中谷川中谷川中谷川((((大谷大谷大谷大谷))))    

 Ｎ

1/30 で 

改修完了 直轄区間直轄区間直轄区間直轄区間    

小田井用水 

蛭子区会館の東側の橋 

0.45k 付近上流 0.75k 付近下流 

図 2.1.2.7 中谷川(大谷)平面図 

0.75k 付近小田井用水交差部 

小田井用水 

中谷川 
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(8)桜谷川 

①災害履歴 

近年では平成 7年 7月洪水で、7haが浸水している。また、平成 6年 9月洪水では

0.08ha が浸水し床下浸水 2棟の被害が、平成 2年 9月洪水では 5.74ha が浸水し、床

下浸水 8棟、床上浸水 4棟の被害が発生している。平成 23年 9月台風では床上浸水

2 棟の被害が発生し、さらに、平成 25 年 9 月台風では床上浸水 3 棟、床下浸水 1 棟

の被害が発生している。 

②流下能力，改修状況 

河口から町道橋(1.65k 付近)まで暫定河川改修が完了しており、河口から小黒橋

(1.0k 付近)までは目標治水安全度 1/10 確率の計画高水流量 55m3/s に対して現況流

下能力が 47～53m3/s、小黒橋から町道橋までは目標治水安全度 1/10確率の計画高水

流量 25m3/s に対して現況流下能力が 18～25m3/s となっているが、町道橋より上流部

では目標治水安全度 1/10 確率の計画高水流量 25m3/s に対して現況流下能力が 4～

11m3/s と不足している。 

③今後の課題 

近年では平成 25年、平成 23年、平成 7年、平成 6年、平成 2年に浸水被害が発生

しており、河道拡幅、河床掘削等で流下能力不足箇所の河積を確保し、治水安全度の

向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.7k 付近上流 1.2k 付近下流 

図 2.1.2.8 桜谷川平面図 

桜谷桜谷桜谷桜谷川川川川    

小黒谷川小黒谷川小黒谷川小黒谷川    

小田井用水 

小黒橋 町道橋 

JR妙寺駅 
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(9)吉原川 

①災害履歴 

近年では、平成 7年 7月洪水で 0.5ha が浸水し、過去 30年間では昭和 58年 7月洪

水で床下浸水 7棟の被害が発生している。 

②流下能力，改修状況 

河口から国道 24 号の下流にある橋（1.0k 付近）までは河川改修が完了している。

しかし、それより上流では一部の区間を除き目標治水安全度 1/10確率の計画高水流

量 45m3/s に対して現況流下能力が 11～36m3/s と不足している。 

③今後の課題 

近年では平成 7年に浸水被害が発生しており、河道拡幅、河床掘削等で流下能力不

足箇所の河積を確保し、治水安全度の向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉原吉原吉原吉原川川川川    

 Ｎ

1/10 で 

改修完了 

直轄区間直轄区間直轄区間直轄区間    

0.6k 付近上流 0.9k 付近上流 

図 2.1.2.9 吉原川平面図 
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(10)橋本川 

①災害履歴 

近年では、平成 11年 8月洪水で床下浸水 13棟、床上浸水 1棟の被害が発生して

いる。また、平成 7年 7月洪水では 4.45ha が浸水し、床下浸水 108棟、床上浸水

53棟の被害が発生している。 

②流下能力，改修状況 

河口から JR 橋(0.36k)までは河川改修が完了しており、JR 橋からみとの橋水位

観測所上流(0.6k 付近)までは一次河川改修が行われている。また、橋本道路直下

流（1.16k 付近）より上流側も河川改修が完了している。しかし、JR橋(0.36k)か

ら橋本道路直下流（1.16k 付近）の一部区間では、目標治水安全度 1/100 確率の計

画高水流量 490m3/s に対して現況流下能力が 75～442m3/s と不足している。 

③今後の課題 

流域では大規模開発が進められていることから、河道拡幅、河床掘削等で流下能

力不足箇所の河積を確保し、治水安全度の向上を図る必要がある。 
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1/100 で 

改修完了 

直轄区間直轄区間直轄区間直轄区間    

橋本橋本橋本橋本川川川川    

1/100 で 

改修完了 

JR橋 

紀の川用水 

橋本道路 

みとの橋水位観測所 

みとの橋水位観測所付近下流(0.6k) 0.8k 付近上流 

図 2.1.2.10 橋本川平面図 
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(11)高橋川 

①災害履歴 

近年では、浸水被害は発生していない。 

②流下能力，改修状況 

JR 橋梁部以外の区間は河川改修が完了している。しかし、JR 橋梁部の堰上げの

影響により上流区間で目標治水安全度1/100確率の計画高水流量180m3/sに対して現

況流下能力が 104m3/s と不足している。 

③今後の課題 

流域では大規模開発が進められていることから、JR橋梁部の改修を行い、流下能

力不足箇所の河積を確保し、治水安全度の向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高橋高橋高橋高橋川川川川    

 Ｎ
隅田川隅田川隅田川隅田川    

JRJRJRJR 橋梁部橋梁部橋梁部橋梁部    

1/100 で 

改修完了 

改修不要区間 

直轄区間直轄区間直轄区間直轄区間    

JR 橋梁(0.7k) JR 橋梁下流(0.7k) 

図 2.1.2.11 高橋川平面図 
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2.2 河川の利用の現状と課題 
2.2.1 利水の現状と課題 

紀泉圏域ブロックは降水量が少ない地域であるため、水源のほとんどをため池と紀の川

からの用水に依存しているが、近年紀泉圏域ブロック内河川における渇水による被害の報

告はない。 

水道用水としては、橋本市が 0.316m3/s、紀の川市が 0.0428m3/sを紀の川より取水し

ている。 

農業用水についてのほとんどは紀の川に平行して流下する紀の川用水、小田井
お だ い

用水、

藤崎
ふじさき

井
い

用水、安楽
あ ら

川井
か わ い

用水、荒
あら

見
み

井
い

用水、六箇井
ろ っ か い

用水、七
なな

郷
ごう

井
い

用水、三谷井
み た に い

用水の用水路

により供給され、許可水利権として定められている。これらの農業用水路は古くは江戸時

代から利用され、長いもので延長 30km に及び、紀の川の各支川を橋梁やサイフォンで

横断している。これらの構造物の中には登録有形文化財として登録されているものもある。 

ため池については古くから多くのため池が設けられていたが、近年、用水路の整備も進

み、農家の減少や宅地の増加に伴い減少しているものの、現在も各地には多くのため池が

残っており、農業用水として利用されている。 

 

 

表 2.2.1.1 紀泉圏域ブロックにおける慣行水利権 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図 2.2.1.1 小田井
お だ い

灌漑用
かんがいよう

水木積
す い こ づ み

川
がわ

渡井
と い

 

 

  

市町村名 
かんがい 取水量 

面積 ha m3/s 

岩出市 289.77 0.04 

紀の川市 2137.40 0.25 

かつらぎ町 200.86 0.35 

橋本市 757.05 1.32 

出典：和歌山県河川課資料（一部データから換算） 

国登録有形文化財(H18.3.2登録) 
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図 2.2.1.2 紀泉圏域ブロック内の用水路系統図 
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2.2.2 河川の利用の現状と課題 

1)漁業 

紀の川では漁業が行われており、主な魚種はアユとなっている。紀の川は大勢の釣り

人がアユを釣りに県外から訪れるなど賑わいをみせている。橋本川でも漁業が行われて

いたが、現在は休業しており漁業は行われていない。 

紀の川のアユの漁獲量は平成 11年をピークに全体的に減少傾向にある。種苗の放流

についても同様に平成 11年度をピークに減少傾向にあるが、平成 15年度は前年度に比

べ増加に転じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.2.1 紀の川内水面漁獲量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.2.2 種苗放流事業実施状況 

また、紀の川を除く紀泉圏域ブロック内の河川では漁業は行われていないが、紀泉圏

域ブロック内の全ての川に内水面漁業権が設定されている。 

図 2.2.2.3 に各河川の漁業場を示す。 

  

出典：和歌山の水産(和歌山県農林水産部)H11～H19 

紀の川内水面漁獲量

0

50

100

150

200

250

平
成

10
年

平
成

11
年

平
成

12
年

平
成

13
年

平
成

14
年

平
成

15
年

平
成

16
年

平
成

17
年

平
成

18
年

(年度)

(t
o
n)

その他魚類

ふな

こい

あゆ

あゆ こい ふな その他魚類

平成10年 168 1 1 6

平成11年 181 1 1 20

平成12年 134 1 1 16

平成13年 131 1 1 16

平成14年 115 1 1 16

平成15年 116 1 0 13

平成16年 62 1 0 12

平成17年 49 1 0 10

平成18年 58 1 0 11

紀ノ川内水面漁獲量(ton)

出典：和歌山の水産(和歌山県農林水産部)H11～H16 

あゆ あまご にじます

(kg) (千尾) (千尾)

平成10年 53,651 641 30

平成11年 50,784 602 30

平成12年 46,478 613 30

平成13年 40,874 414 10

平成14年 38,445 379 10

平成15年 30,762 411 10

平成16年 39,517 397 10

平成17年 33,434 350 0

平成18年 51,839 606 30

平成19年 58,081 531 30

平成20年 50,732 642 0

種苗放流事業実施状況種苗放流事業実施状況

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平
成

10
年

平
成

11
年

平
成

12
年

平
成

13
年

平
成

14
年

平
成

15
年

平
成

16
年

平
成

17
年

平
成

18
年

平
成

19
年

平
成

20
年

(年度)

(k
g)

0

100

200

300

400

500

600

700

(千
尾

)

あゆ (kg)

あまご (千尾)

にじます (千尾)



 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.2.3 内水面漁業権設定河川 
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2)その他 

近年では、動植物の生息環境や親水性等に配慮した河川改修が行われており、紀泉圏

域ブロックでも橋本川、中津川等で環境に配慮した改修が実施されている。 

橋本川では親水護岸・遊歩道等の整備を行い、水辺に近づける親水空間の創出を図っ

ている。 

中津川では高水敷を利用し、せせらぎ・親水護岸・遊歩道・植栽等の整備を行い、親

水空間の創出を図っている。また、地元河川愛護団体によって、河川敷の草刈、清掃が

行われている。 

また、紀の川右岸側に大宮緑地総合運動公園、紀の川左岸側に河南緑地公園がある。 

 

 

 

 

 

  

図 2.2.2.6 河南緑地公園 

出典：粉河町町勢要覧 

出典：岩出町町勢要覧 

図 2.2.2.5 大宮緑地総合運動公園 

図 2.2.2.4 環境に配慮した護岸整備状況 

橋本川 中津川 
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2.3 河川環境の現状と課題 
2.3.1 水質の現状と課題 

紀泉圏域ブロック内における過去 10ヵ年における河川水質（ＢＯＤ75％値）の変遷

を見てみると、紀の川本川では環境基準を満足している。しかし、支川では、平成 7

年以降、環境基準を満足していない年が見られ、特に下流の根来川、山崎樋門、住吉川

では依然として満足しておらず、水質の向上が望まれる。 

 

 

 

図 2.3.1.1 近年 10ヵ年における水質の変遷 
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図 2.3.1.2 水質調査地点 
 

公共下水道については、下水道普及率が平成 22年3月 31日現在では岩出市で 6.6%、

紀の川市で 7.6%、かつらぎ町で 31.1%、橋本市で 49.2%となっている。 

和歌山県全体では 19.5%であり、かつらぎ町、橋本市の下水道普及率は相対的には高

いといえるが岩出市、紀の川市は低い。下水道整備の促進により、より良い水質環境の

達成が望まれる。 

 

図 2.3.1.3 下水道普及率（平成 22年 3月 31日現在） 

 

 

  

図 2.3.1.4 紀の川流域下水道計画図（汚水） 
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河川名 基準1 基準2 基準3
橋本川 準絶滅危惧種
住吉川、根来川、春日川、佐川、烏子川
桜谷川、吉原川、橋本川、高橋川

準絶滅危惧 準絶滅危惧種 準絶滅危惧

住吉川 準絶滅危惧
桜谷川 絶滅危惧IB類 絶滅危惧種A 準絶滅危惧
橋本川 準絶滅危惧種

出典）

絶滅危惧IB類

準絶滅危惧

絶滅危惧種A

準絶滅危惧種

準絶滅危惧

：ⅠＡ類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの

：存続基盤が脆弱な種

：生育条件の変化によっては「絶滅危惧種」に移行する要素をもつ種 

：近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種

：現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種

基準１：「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－」（和歌山県、2012年改訂版）の掲載種

基準２：「改訂・近畿地方の保護上重要な植物－レッドデータブック近畿2001－」（レッドデータブック近畿研究会、2001年）の掲載種

基準３：「環境省第４次レッドリスト」（環境省、2012～2013年）の掲載種

和　　　名
ユキヤナギ

コゴメスゲ

ササバモ

カワヂシャ

リュウノヒゲモ

2.3.2 動植物の生息・生育環境の現状と課題 

1)対象河川の状況 

紀泉圏域ブロック内の河川は、コンクリート等で護岸整備されている箇所が多い。河

床は所により砂泥が堆積しており早瀬、淵が形成されている箇所がある。砂礫堆に植物

帯が見られ、鳥類等の餌場や休息場として利用されている。 

 

2)動植物の状況 

(1)植物 

既往の河川環境調査（調査対象河川：第 3章で示す 11河川）では、護岸整備が進

んだことにより古くからの自然護岸は少なくなり、護岸法面ではセイタカアワダチ

ソウなどの先駆的な種が多く見られた。高橋川以外の調査対象河川では、水際近く

の湿潤な環境にジュズダマやミゾソバなどの水辺に生育する種が見られた。また住

吉川、桜谷川、橋本川の河道内では、ヒルムシロ科等の沈水植物の生育が広く確認

されている。 

調査対象河川で確認された希少種の状況を以下に示す。水田や川岸、田のあぜな

ど、湿潤な場所に生育するカワヂシャはほとんどの調査対象河川で確認されている。 
 

表 2.3.2.1 紀泉圏域ブロックで確認された希少種（植物） 
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(2)魚類 

既往の河川環境調査（調査対象河川：第 3章で示す 11河川）では、ギンブナや、

オイカワ、ニゴイなどの魚類が多く確認されている。 

調査対象河川で確認された希少種の状況を以下に示す。住吉川や春日川などでは、

河川下流にある水のたまりや農業用水路などの止水域でメダカ南日本集団が確認さ

れている。また、桜谷川や橋本川では、中流から上流域の淵尻から平瀬のあたりで

アブラハヤが確認されている。 

 

表 2.3.2.2 紀泉圏域ブロックで確認された希少種（魚類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

河川名 基準1 基準2 基準3
住吉川 絶滅危惧ⅠB類

住吉川 絶滅危惧Ⅱ類
桜谷川、橋本川 学術的重要
橋本川 情報不足
住吉川 絶滅危惧ⅠB類

住吉川、春日川、佐川、烏子川、吉原川 準絶滅危惧
橋本川 準絶滅危惧
住吉川、春日川、桜谷川、橋本川 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
根来川、堂田川 準絶滅危惧

出典） 基準１：「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－」（和歌山県、2012年改訂版）の掲載種

絶滅危惧Ⅱ類 ：絶滅の危機が増大している種

準絶滅危惧

学術的重要

情報不足

基準２：「環境省第４次レッドリスト」（環境省、2012～2013年）の掲載種

絶滅危惧ⅠＢ類 ：ⅠＡほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの

絶滅危惧Ⅱ類

基準３：文化財保護法（昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号）における特別天然記念物及び天然記念物

：存続基盤が脆弱な種

：現状においては絶滅の危険度は少ないが、学術的に価値を有する種

：絶滅の危機が増大している種

：分布または生態等の特性において学術的に価値を有する種

ドジョウ

和　　　名

ドンコ東瀬戸型

ギギ

カマツカ

ハス
ゲンゴロウブナ

アブラハヤ

ツチフキ

メダカ南日本集団
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(3)鳥類 

既往の河川環境調査（調査対象河川：第 3章で示す 11河川）では、サギ類やシギ、

チドリ類などの水辺の鳥類が多く確認されている。 

調査対象河川で確認された希少種を以下に示す。住吉川、春日川、烏子川では、

河川の中流から下流の砂礫河原でコチドリやイソシギ、ハクセキレイ等が確認され

ている。また、住吉川、堂田川、桜谷川、橋本川では、上流域でカワセミやカワガ

ラス等が確認されており、春日川では山地性のハイタカやホトトギスなども確認さ

れている。 

 

表 2.3.2.3 紀泉圏域ブロックで確認された希少種（鳥類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

河川名 基準1 基準2 基準3
春日川 準絶滅危惧 要注目 準絶滅危惧
住吉川 準絶滅危惧
住吉川、春日川 情報不足
春日川 準絶滅危惧
住吉川、春日川、烏子川 絶滅危惧
春日川 準絶滅危惧
住吉川、堂田川、桜谷川、橋本川 準絶滅危惧
春日川 特に危険なし
橋本川 準絶滅危惧

出典） 基準１：「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－」（和歌山県、2012年改訂版）の掲載種

準絶滅危惧

基準２：「近畿地区　鳥類レッドデータブック」（京都大学学術出版会、2002年）の掲載種

絶滅危惧

準絶滅危惧

要注目

特に危険なし

基準３：「環境省第４次レッドリスト」（環境省、2012～2013年）の掲載種

準絶滅危惧

情報不足 ：評価するだめの情報が不足している種

：存続基盤が脆弱な種

：絶滅する可能性がある

：（分布パターンによっては要注目を含む） 

：絶滅する可能性が大きい

ハクセキレイ

：現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種

：今後の動向を注目すべき種および情報が不足している種

ホトトギス

クサシギ

コチドリ

和　　　名

カワガラス

カワセミ

ハイタカ

ケリ

イソシギ
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(4)底生動物 

既往の河川環境調査（調査対象河川：第 3章で示す 11河川）では、ヤマトビケラ

やヒラタカゲロウ等の貧腐水性指標種1も確認されているが、大半がヒルやユスリカ、

ミミズ等のβ中腐水性 1から強腐水性指標種 1である。 

調査対象河川で確認された希少種を以下に示す。橋本川では、河川やクリーク等

に生育する水生植物や礫などの表面でヒラマキミズマイマイが確認されている。ま

た、住吉川、春日川、佐川、桜谷川、吉原川、橋本川、高橋川では、河川の上流か

ら中流域の砂底の中でマシジミが確認されている。 

 

表 2.3.2.4 紀泉圏域ブロックで確認された希少種（底生動物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1 腐水性とは水の汚濁の段階で、綺麗なものから貧腐水性、β－中腐水性，α－中腐水性，強腐水性の４段階に分けら
れる。指標種とは、生息していることによりこの腐水性を評価できる種を指す。 

河川名 基準1 基準2 基準3

高橋川 情報不足

橋本川 情報不足

住吉川、春日川、佐川、桜谷川、吉原川
橋本川、高橋川

絶滅危惧Ⅱ類

出典） 基準１：「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－」（和歌山県、2012年改訂版）の掲載種

基準２：「環境省第４次レッドリスト」（環境省、2012～2013年）の掲載種

絶滅危惧Ⅱ類

情報不足

基準３：種の保存法（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律）

種名

ヒラマキミズマイマイ

コシダカヒメモノアラガイ

　（平成4年6月5日法律第75号）における　国内希少野生動植物種及び緊急指定種

：絶滅の危機が増大している種

：評価するだけの情報が不足している種 

マシジミ
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2.3.3 河川環境保全・整備に関する現状と課題 

近年では、動植物の生息環境や親水性等に配慮した河川改修が行われており、紀泉圏域

ブロックでも、住吉川、春日川等で環境に配慮した改修が実施されている。ただし、その

他の河川については、コンクリート等で護岸整備され、動植物の生育・生息環境や親水空

間としては必ずしも望ましい状況ではない。 

一方、河床部は砂泥が堆積しており、早瀬、淵が形成されている箇所があり、砂礫堆や

露岩部に植物帯が見られる。このため鳥類等の餌場や休息場となっており、多くの生物の

生息・産卵場･採餌場として多様な生息環境を提供している。 

親水施設の整備や動植物の生育・生息環境に配慮した河川改修等、環境に配慮した河川

整備が望まれる。 

 

2.3.4 地域住民との連携の現状 

紀泉圏域ブロックの河川では、地域住民による清掃活動が行われるなど、地域の河川環

境に対する関心は高い。 

河川愛護活動・スマイルリバー活動として、紀泉圏域ブロック内河川の美化活動、水質

保全に関する啓発宣伝活動、パトロールの実施等積極的な活動を行っている。 
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第 3 章 河川整備計画の目標に関する事項 
3.1 河川の目指すべき方向 

紀泉圏域ブロック内河川の目指すべき方向は、河川の実態、地域住民の要望等を踏ま

え、以下のとおりとする。 

 

 

 

3.2 河川整備計画の目標に関する事項 
3.2.1 河川整備計画の対象河川・対象区間 

河川整備計画の対象河川は、紀泉圏域ブロック内河川全てとし、そのうち計画的に整備

を進める河川（以下｢整備対象河川｣）、及び対象区間は表 3.2.1.1 に示すとおりである。

なお、維持管理については、紀泉圏域ブロック内全ての河川において適切に行うものとす

る。 

 

表 3.2.1.1 河川整備計画対象河川及び対象区間 

 

 

3.2.2 河川整備計画の対象期間 

本整備計画の対象期間は、概ね 20年とする。 

なお、本整備計画は、現時点での地域の社会状況、自然状況、河道状況に基づき策定す

るものであり、策定後の状況変化や新たな知見・技術の進歩等によって、適宜、計画の見

直しを行うものとする。 

  

住吉川 3.00 0k650 ～ 3ｋ650

堤防の整備、河道拡幅、

河床掘削、橋梁架替
伏越し

相谷川 0.16
住吉川合流部

（0k000）
～ 0k160 河道拡幅、河床掘削

根来川 1.29 1k424 ～ 2k710
河道拡幅、河床掘削
伏越し

春日川 0.77 2k832 ～ 3k600
河道拡幅、河床掘削

橋梁架替

佐川 0.87 0k000 ～ 0k870
河道拡幅、河床掘削

橋梁架替

烏子川 1.63
JR橋直下(橋含む)

（1k070)
～ 2k700

河道拡幅、河床掘削
橋梁架替

堂田川 0.13 0ｋ600 ～
JR橋直下(橋含まず)

(0ｋ730)

河道拡幅、河床掘削

橋梁架替

中谷川

(大谷)
0.46 0k395 ～

JR橋直下(橋含まず)

(0k850)

河道拡幅、河床掘削

橋梁架替

桜谷川 1.96 0k000 ～ 1k960 河道拡幅、河床掘削

吉原川 0.15
国道24号直下流

(1k000)
～ 1k150

河道拡幅、河床掘削
橋梁架替

橋本川 0.80
JR

(0k360)
～

橋本道路直下流

(1k164)

河道拡幅、河床掘削

橋梁架替

高橋川 0.03
河道拡幅、河床掘削
橋梁架替

JR橋梁部30m
（0k690～0k720）

流
下
能
力
向
上
対
策

対象河川整備目的
改修延長

(km)
主な整備内容整備区間

○自然豊かできれいな水の川 

○洪水に対する安全性の高い川 
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住吉川 1/100 堂田川 1/10

相谷川 1/100
中谷川
(大谷)

1/10

根来川 1/10 桜谷川 1/10

春日川 1/50 吉原川 1/10

佐川 1/10 橋本川 1/100

烏子川 1/10 高橋川 1/100

河川名 計画規模河川名 計画規模

3.2.3 計画の目標に関する事項 

1)洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標 

本整備計画では、整備対象河川が計画の目標とする治水安全度に対して、家屋被害、

人的被害を無くすことを目標とする。 

また、整備途上段階における施設能力以上の洪水や計画規模を超える洪水が発生した

場合でも被害を最小限に抑えるため、ネック部解消や流下阻害対策などを実施するとと

もに、情報伝達体制および警戒避難態勢の整備、水防時における住民の自主防災意識の

向上等、総合的な被害軽減対策を関係機関や地域住民と連携して推進する。 

 

表 3.2.3.1 計画の目標とする治水安全度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標 

紀泉圏域ブロックでは、古くから多くのため池や紀の川などからの用水路を活用した

農業が行われている。近年渇水による被害報告はないが、今後、河川流況の把握に努め

るとともに、農業用水などの水利用の適正化や、河川に生息・生育する動植物および生

態系の保全、流水の清潔の保持など流水の正常な機能を維持することに努め、渇水時に

は関係機関への情報収集や提供を行い、円滑な渇水調整に努める。 

 

3)河川環境の整備と保全に関する目標 

(1)水質 

河川水質については、現状で環境基準を満足している箇所についてはその保全を図り、

これ以外の箇所についても河川水質の維持・向上を図っていく。 

水質事故に際しては、関係機関との情報共有及び現地での対応を迅速に行うことによ

り被害の拡大防止に努める。 

 

(2)動植物の生息・生育環境 

河川整備に際しては、動植物の生息・生育の場として良好な環境の保全、再生に努め

る。具体的には、魚類の降下・遡上のため河口部から上流域までの縦断的連続性を確保

すること、自然河岸をできるだけ保全するとともに自然な透水性と空隙、植生をもった 

構造とすること、人工的に改変された河岸については、低水路の形成等、可能な範囲で

水際に多様性を持たせることなどである。 

また、外来種については、関係機関と連携し、必要に応じて生息範囲・生息数の拡大

抑制に努める。 
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(3)河川利用 

対象河川は市街地内を流れるものが多く、河川空間は人と自然がふれあえる貴重な空

間である。このため、河川特性を考慮の上、水辺に近づきやすい工夫や親水施設の整備

に努める。 

また、関係機関と連携しつつ、河川利用者のモラルの向上に向けた啓発活動を行い、

不法占用やゴミの不法投棄等の不法行為に対し適切な措置を講じる。 

 

(4)地域住民との連携 

地域住民にとって豊かで魅力ある河川とするため、河川工事の実施に先立ち調整を行

う等、地域住民と連携した川づくりを進める。 

また、水辺を活かした子どもたちの総合学習等の支援を行うため、地域住民や関係機

関と連携した取り組みを進めるとともに、地域住民による河川愛護、河川環境保全に向

けた取り組みに対する支援を継続する。 

 

4)その他河川整備を総合的に行うために必要な事項 

近年の気象状況では、局地的な集中豪雨が多発しており、整備途上段階で現況流下能

力以上の洪水や整備目標流量を上回るような洪水が発生した場合に、甚大な被害が予想

される。このため、流域自治体、地域住民等と密接な連絡や協力を保ち、降雨時の雨量・

水位等に関する情報を幅広く収集し、提供することによって水防活動を支援し、被害の

軽減に努める。さらに、関係機関とも連携して水防体制の維持、強化を図るよう指導し、

平常時より災害時の対策に関する意識の高揚を図る。また、局地的な集中豪雨では河川

水位が急上昇することがあるため、親水施設付近などに注意看板や情報板等を設置して

情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報装置設置例(根来川支川 大谷川)      注意看板設置例(根来川支川 大谷川) 

  図 3.2.3.1 警報装置・注意看板設置例 
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第 4 章 河川の整備の実施に関する事項 
4.1 河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により

設置される河川管理施設の機能の概要 

4.1.1 流下能力向上対策等 

以下の河川について、本支川バランスを考慮しながら流下能力の向上のための対策を行

う。また、築堤区間については堤防点検を行い、洪水時の破堤回避のため、必要に応じて

堤防の補強を行う。 

河川整備の実施にあたっては、自然環境や周辺景観に十分配慮し、地域住民との調整を

行うほか、必要に応じて関係機関との協議、学識経験者からの意見聴取を行う。河道拡幅

等により支障や影響を受ける橋梁や農業用水路、堰等については関係者と調整の上、整備

を行う。 

また、整備区間の上流域において、浸水被害が頻発している区間については、下流区間

に影響を与えない範囲で、局所改修によりネック部の解消を行う。 

さらに、洪水時の内水対策や農業用水路の氾濫対策など総合的な排水対策として、排水

ポンプ車による水防活動の支援や、総合農地防災事業等と連携・協働し、被害の軽減に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.1.1 整備箇所位置図 

①住吉川①住吉川①住吉川①住吉川    

③③③③根来川根来川根来川根来川    

④春日川④春日川④春日川④春日川    

⑤佐川⑤佐川⑤佐川⑤佐川    

⑥烏子川⑥烏子川⑥烏子川⑥烏子川    
⑦堂田川⑦堂田川⑦堂田川⑦堂田川    

⑧中谷川⑧中谷川⑧中谷川⑧中谷川    
((((大谷大谷大谷大谷))))    

⑨桜谷川⑨桜谷川⑨桜谷川⑨桜谷川    

⑩吉原川⑩吉原川⑩吉原川⑩吉原川    

⑪橋本川⑪橋本川⑪橋本川⑪橋本川    ⑫高橋川⑫高橋川⑫高橋川⑫高橋川    

②相谷②相谷②相谷②相谷川川川川    
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住吉川 

(1)住吉川・相谷川 

＜平面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜標準断面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111100m00m00m00m3333/s/s/s/s    45454545mmmm3333/s/s/s/s    紀紀紀紀
のののの
川川川川    住吉川住吉川住吉川住吉川    

相谷川相谷川相谷川相谷川    

44445555mmmm3333/s/s/s/s    

計画的に河川工事を実施する区間 
L=3.00km 

計画的に河川工事を 
実施する区間 
L=0.16km 

171717170m0m0m0m3333/s/s/s/s    200m200m200m200m3333/s/s/s/s    

 Ｎ

住吉住吉住吉住吉川川川川    

0k400 
0k500 

0k600 

0k700 

0k800 
0k900 

1k200 

1k300 

1k400 

1k500 

1k600 

1k700 

1k800 1k900 2k000 2k100 

2k200 
2k300 

2k400 

2k500 

2k600 

2k700 

2k754 

2k854 

2k954 

3k054 

3k154 

3k254 3k354 

3k454 

3k554 

3k654 

L＝3.00km 

堤防の整備、 

河道拡幅、河床掘削 
橋梁架替、伏越し 

相谷相谷相谷相谷川川川川    

L＝0.16km 

1k900 付近上流 

住吉川と相谷川の合流部 

0k160 

河道拡幅、河床掘削 

＜整備計画流量配分図＞ 

2k954 

1k000 

1k100 

河床の水際及びみお筋は、断面形

状、河床材料及び植生等において極

力変化を持たせ、旧来の川の営みが

維持されるように配慮する。 

0k100 

相谷川 

1k900 

凡　例

橋　梁

伏越し

９箇所

１箇所

直轄区間 
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(2)根来川 

＜平面図＞ 

 
 

＜標準断面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡　例

橋　梁

伏越し

４箇所

１箇所

河道拡幅 

河床掘削 

伏越し 

L＝1.29km 根来根来根来根来川川川川    

 Ｎ

 
1/30 で 

改修完了 

1/10 で 

改修完了 

＜整備計画流量配分図＞ 

2k400 付近下流

140m140m140m140m3333/s/s/s/s    
紀紀紀紀
のののの
川川川川    根来川根来川根来川根来川    

70m70m70m70m3333/s/s/s/s    

山田川山田川山田川山田川    

50m50m50m50m3333/s/s/s/s    

計画的に河川工事を実施する区間 

L=1.29km 

1k537 

2k700 

河床の水際及びみお筋は、断面形

状、河床材料及び植生等において極

力変化を持たせ、旧来の川の営みが

維持されるように配慮する。 
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(3)春日川 

＜平面図＞ 

 

＜標準断面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｎ

L＝0.77km 

河道拡幅、河床掘削 

橋梁架替 

春日春日春日春日川川川川    

凡　例

橋　梁 ４箇所

1/50 で 

改修完了 
 

1/100 で 

改修完了 

 

2k740 付近下流 

250m250m250m250m3333/s/s/s/s    

木積川木積川木積川木積川    

45m45m45m45m3333/s/s/s/s    

165m165m165m165m3333/s/s/s/s    
紀紀紀紀
のののの
川川川川    

宮川宮川宮川宮川    

45m45m45m45m3333/s/s/s/s    

春日川春日川春日川春日川    

120m120m120m120m3333/s/s/s/s    

計画的に河川工事を実施する区間 

L=0.77km 

2k742 河床の水際及びみお筋は、

断面形状、河床材料及び植

生等において極力変化を持

たせ、旧来の川の営みが維

持されるように配慮する。 

＜整備計画流量配分図＞ 
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(4)佐川 

＜平面図＞ 

 

＜標準断面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｎ

佐佐佐佐川川川川    

河道拡幅、河床掘削 

橋梁架替 

L＝0.87km 

凡　例

橋　梁 ４箇所

＜整備計画流量配分図＞ 

0k300 付近上流 

計画的に河川工事を実施する区間 

L=0.87km 

佐川佐川佐川佐川    55m55m55m55m3333/s/s/s/s    

30m30m30m30m3333/s/s/s/s    

100m100m100m100m3333/s/s/s/s    

JRJRJRJR    

烏子川烏子川烏子川烏子川 

紀紀紀紀
のののの
川川川川    

0k300 
河床の水際及びみお筋は、断

面形状、河床材料及び植生等

において極力変化を持たせ、

旧来の川の営みが維持され

るように配慮する。 



 54

(5)烏子川 

＜平面図＞ 

 

＜標準断面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｎ

烏子烏子烏子烏子川川川川    

拡幅、河床掘削 

橋梁架替 

L＝1.63km 

凡　例

橋　梁 ３箇所5 1/10 で 

改修完了 

＜整備計画流量配分図＞ 

2k300 付近下流 

計画的に河川工事を実施する区間 

L=1.63km 

佐川佐川佐川佐川    55m55m55m55m3333/s/s/s/s    

30m30m30m30m3333/s/s/s/s    

100m100m100m100m3333/s/s/s/s    

JRJRJRJR    

烏子川烏子川烏子川烏子川    

紀紀紀紀
のののの
川川川川    

2k300 
河床の水際及びみお筋は、断

面形状、河床材料及び植生等

において極力変化を持たせ、

旧来の川の営みが維持され

るように配慮する。 



 55

(6)堂田川 

＜平面図＞ 

 

＜標準断面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｎ

堂田堂田堂田堂田川川川川    

L＝0.13km 

河道拡幅、河床掘削 

橋梁架替 

凡　例

橋　梁 １箇所

1/10 で 

改修完了 

＜整備計画流量配分図＞ 

0k600 付近下流 

堂田川堂田川堂田川堂田川    

JRJRJRJR    

紀紀紀紀
のののの
川川川川    

40m40m40m40m3333/s/s/s/s    

計画的に河川工事を実施する区間 

L=0.13km 

0k600 河床の水際及びみお筋は、断

面形状、河床材料及び植生等

において極力変化を持たせ、

旧来の川の営みが維持され

るように配慮する。 
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(7)中谷川(大谷) 

＜平面図＞ 

 

＜標準断面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｎ 

中谷中谷中谷中谷川川川川    

((((大谷大谷大谷大谷))))    

L＝0.46km 

河道拡幅、河床掘削 

橋梁架替 

凡　例

橋　梁 ３箇所

1/30 で 

改修完了 

＜整備計画流量配分図＞ 

0k650 付近下流  

中谷川（大谷）中谷川（大谷）中谷川（大谷）中谷川（大谷）    紀紀紀紀
のののの
川川川川    

25m25m25m25m3333/s/s/s/s    

計画的に河川工事を実施する区間 

L=0.46km 

0k650 

河床の水際及びみお筋は、断面形

状、河床材料及び植生等において

極力変化を持たせ、旧来の川の営

みが維持されるように配慮する。 
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(8)桜谷川 

＜平面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜標準断面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜整備計画流量配分図＞ 

 Ｎ

0
k000 

桜谷川桜谷川桜谷川桜谷川    

紀紀紀紀
のののの
川川川川    

55m55m55m55m3333/s/s/s/s    25m25m25m25m3333/s/s/s/s    15m15m15m15m3333/s/s/s/s    

計画的に河川工事を実施する区間 L=1.96km 

大黒谷川大黒谷川大黒谷川大黒谷川    

30m30m30m30m3333/s/s/s/s    

0k500 付近下流 

桜谷桜谷桜谷桜谷川川川川    

0
k100 

0
k200 

0
k300 

0
k400 

0
k500 

0
k600 

0
k700 

0
k800 

0
k900 

1
k000 

L＝1.96km 

1
k100 

1
k200 

1
k300 

1
k400 

1
k500 

1
k600 

1
k700 

1
k800 

1
k900 

2
k000 

河道拡幅、河床掘削 

0k500 

1k600 

河床の水際及びみお筋は、断面形

状、河床材料及び植生等において

極力変化を持たせ、旧来の川の営

みが維持されるように配慮する。 
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(9)吉原川 

＜平面図＞ 

 
＜標準断面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｎ

吉原吉原吉原吉原川川川川    

L＝0.15km 

河道拡幅、河床掘削 

橋梁架替 

凡　例

橋　梁 ２箇所

1/10 で 

改修完了 

＜整備計画流量配分図＞ 

吉原川吉原川吉原川吉原川    
紀紀紀紀
のののの
川川川川    

55m55m55m55m3333/s/s/s/s    45m45m45m45m3333/s/s/s/s    

計画的に河川工事を実施する区間 

L=0.15km 

0k800 付近下流 

0k800 
河床の水際及びみお筋は、断

面形状、河床材料及び植生等

において極力変化を持たせ、

旧来の川の営みが維持され

るように配慮する。 
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(10)橋本川 

＜平面図＞ 

 
＜標準断面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋本道路橋本道路橋本道路橋本道路    

 Ｎ

L＝0.80km 

橋本橋本橋本橋本川川川川    

自然護岸を残した自然護岸を残した自然護岸を残した自然護岸を残した    

整備区間整備区間整備区間整備区間((((左岸左岸左岸左岸))))    

凡　例

橋　梁 １箇所

河道拡幅、河床掘削 

橋梁架替 

1/100 で 

改修完了 

＜整備計画流量配分図＞ 

橋本川橋本川橋本川橋本川    紀紀紀紀
のののの
川川川川    

490m490m490m490m3333/s/s/s/s    

計画的に河川工事を実施する区間 

L=0.80km 

0k700 付近上流 

0k700 河床の水際及びみお筋は、断

面形状、河床材料及び植生等

において極力変化を持たせ、

旧来の川の営みが維持され

るように配慮する。 
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(11)高橋川 

＜平面図＞ 

 

 

＜標準断面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ｎ

高橋高橋高橋高橋川川川川    

L＝0.03km 

河道拡幅、河床掘削 

橋梁架替 

凡　例

橋　梁 １箇所

改修不要区間 

＜整備計画流量配分図＞ 

JR橋梁(0k700) 

高橋川高橋川高橋川高橋川    

JRJRJRJR    

紀紀紀紀
のののの
川川川川    

180m180m180m180m3333/s/s/s/s    

計画的に河川工事を実施する区間 

L=0.03km 

0k700 

改修断面 

現況断面 
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4.2 河川の維持の目的、種類及び施工の場所 
4.2.1 河川の維持管理の目的 

自然環境、景観、親水機能の保全に努めつつ、法定河川区間の河川管理施設の機能の維

持を図るため、占用者及び関係機関と調整を図りつつ、治水・利水・環境の視点から維持

管理や点検を実施する。 

なお、河川の維持管理においては地域住民の視点が重要であることから、地域住民等に

よる自主的な維持管理活動が行われるような河川においては、必要に応じ、維持管理手法

について地域住民等との連携・調整を図ることとする。 

 

4.2.2 施工の場所 

維持管理の対象区間は、紀泉圏域ブロック内河川全てとする。 

 

4.2.3 河川の維持の種類 

1)河道の維持 

河床の土砂堆積が著しく洪水の流下に障害となる場合は、多様な河道形状や水際の植

生の保全など環境に配慮しつつ河床掘削を行い、河積の確保を行うものとする。また、

流下能力を確保するため、必要に応じて除草・伐木を実施する。なお、整備実施済みの

区間については、整備実施時の計画に応じた河道を維持していく。 

 

2)河川管理施設の維持管理 

洪水を安全に流下させるために、堤防、護岸等の河川管理施設の定期的な点検を行い、

危険箇所、老朽箇所の早期発見とその補修に努める。これによりコスト縮域を図る。 

 

3)河川占用及び工作物の設置等への対応 

河川占用及び新たな工作物の設置ならびに施設の改築等については、本整備計画なら

びに他の河川利用との整合を図りつつ、治水・利水・環境の機能に支障を来たさない範

囲で許可する。また、河川の治水・利水・環境の機能を妨げる不法投棄・不法占用等に

対処するため河川巡視を行い、必要に応じ関係機関と連携し、適切な措置を講じる。 

 

4)水質の保全、向上 

紀泉圏域ブロック内河川の水質について環境整備を行うほか、市町による下水道の整

備と連携するなど水質の保全・向上対策を進める。また、発生源対策等の促進に向けて

地域住民や関係機関との連携を図る。 

水質事故発生時には関係機関や地域住民等との連携により早期発見に努めるととも

に、事故の状況把握、関係機関への連絡、河川や水質の監視、事故処理等、関係機関と

協力して、事故原因者に対して速やかに処理を実施するよう指導する。 

 

5)河川利用 

河川敷及び水辺の安全点検を実施し、現状の把握に努めるとともに、危険箇所につい

ては立入制限や看板設置等、必要な対策を実施する。除草や清掃活動は、地域住民、河

川愛護団体と連携・協力し、実施に努める。 
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4.3 その他河川整備を総合的に行うために必要な事項 
4.3.1 河川情報の提供による水防活動の支援等 

近年の気象状況では、局地的な集中豪雨が多発しており、整備途上段階で現況流下能

力以上の洪水や整備目標流量を上回るような洪水が発生した場合に、甚大な被害が予想

される。このため、流域自治体、地域住民等と密接な連絡や協力を保ち、降雨時の雨量・

水位等に関する情報を幅広く収集し、提供することによって水防活動を支援し、被害の

軽減に努める。具体的には、携帯電話や地上デジタル放送による水位・雨量などの河川

情報や、河川のライブ映像と水位横断図を一体的に表示する水位情報を提供する。また、

情報提供方法や情報提供先を多角化して情報格差を無くすとともに、関係機関とも連携

して水防体制の維持、強化を図るよう指導する。 

また、計画規模を超える洪水が生じた際の減災対策に資するため、県が作成する浸水

想定区域図を踏まえ、市が作成する洪水ハザードマップの普及を支援する。 

さらに、水防演習や水防月間における広報活動や、防災出前講座等を通じて防災意識

の啓発・高揚に努める。 

 

 

4.3.2 流域における取り組みへの支援等 

紀泉圏域ブロック内河川の治水、利水、環境に対する意識や理解の向上を図るため、県

のホームページや各種イベント等を通じて、河川に関する広報活動を強化するとともに、

河川愛護月間等における広報活動を通じて、河川愛護、河川美化等の啓発を強化する。 

また、良好な河川環境を保全するため、地域団体等が自主的に行う清掃、除草及び緑化

等の活動を支援するスマイルリバー制度や河川愛護団体への支援を推進するとともに、ブ

ロック内河川の水害や自然環境に関する事項を含め、水辺を活かした子どもたちの総合学

習等の支援を行うため、地域住民や関係機関と連携した取り組みを進める。 

 

 

4.3.3 地域や関係機関との連携に関する事項 

事業の実施においては、河川と地域のかかわりなどに配慮しつつ、治水、利水、環境の

目標が早期に達成されるよう、地域住民との調整や関係機関との協議を行う。また、紀の

川本川の水位上昇の影響を受ける区間については、洪水時における関係機関との連携を図

る。さらに、事業完了後の維持管理においても、河川情報の共有、地域団体等が自主的に

行う清掃活動等の支援、必要に応じて維持管理手法の調整など地域住民等との協働・連携

に努める。 

なお、流域内の開発に伴う流出抑制対策については、今後、関係機関と連携して検討し

ていく。 

 

 

4.3.4 流下阻害対策等 

一部区間の流下能力不足等に伴う浸水被害の軽減・解消のため、上下流バランスを考慮

しながら、河床掘削や障害物の除去、護岸の嵩上げなどを実施する。 

 


